
（
72
頁
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
三
）

一
、
弘
化
三
丙

午
年
五
月　
　
　
　
　
　
　

      

　
　

於
前
宮
三
七
之
内　
　
　
　
　
　
　
　

                            

　
　

祈
年
祭
祈
禱
有
之
、

　
　

大
祝
ヲ
初
、
社
中
不
残                

　
　

日
勤
也
、
神
楽
座
ニ
而
は
、             

　
　

高
神
子
屋
ニ
而
、
御
湯                 

　
　

神
楽
執
行
初
日
ニ
は                 

　
　

御
造
栄
ゟ
御
初
尾
百
疋           

　
　

頂
戴
致
、
出
人
之
割               

　
　

人
之
檀
中
ヲ
頼
候
、
御
湯          

　
　

立
執
行
致
者
也
、
御
初             

　
　

尾
壱
貫
弐
百
文
ヲ
出               

　
　

人
割
ニ
致
、
四
百
余
ヲ
檀               

　
　

師
江
申
受
、
日
々
相
勤
、                

　
　

前
宮
原
中
大
く
ん
じ
ゆ
、         

　
　
　
　

再

　
　

江
戸
相
角
力
、
亦
は
、
か
ら
く
り       

　
　

見
世
物
等
有
之
、
大
祭
礼              

　
　

参
詣
之
者
ニ
三
十
三
文
、

（
73
頁
）

　
　

冥
賀
と
而
申
受
、
御
宝              

　
　

蔵
入
之
御
宝
物
、
又
ハ
諸          

　
　

家
之
古
書
等
拾
間
ろ
う          

　
　
　
　

ニ
か
ざ
り
置
拝
見
致
さ           

　
　

す
者
也
、                      

　
　

弘

一
、
弘
化
四
丁

未
年
、
埴
原
田
村  　
　
（
五
十
四
）      

　
　
　

御
頭
ニ
當
り
、
正
月
五
日
ニ       

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本

　
　
　

申
込
有
之
、
鯖
弐
人
役          

　
　
　

人
持
参
、
同
十
二
日
、
境
七
五        

　
　
　

三
、
外
、
北
大
塩
境
、
矢
ヶ
崎
境      

　
　
　

右
弐
ヶ
所
、
壱
ヶ
所
ニ
付
献
物  

　
　
　

神
酒
五
盃
樽
壱
ッ
、
三
舛

　
　
　

三
合
、
蓙
、
む
し
ろ
、
鯖
弐
本

　
　
　

右
之
通
り
弐
ヶ
所
分
有
之
、

　
　
　

同
日
御
社
宮
司
様
へ
祝
詞            

　
　
　

有
之
、
三
舛
三
合
、
酒
五
盃           

　
　
　

鯖
弐
本
、
献
物
右
之
通
り        

（
74
頁
）  

　
　
　

右
之
三
ヶ
所
江
中
折
壱
丈            

　
　
　

武
紙
壱
抱
、
是
以
ぬ
さ
の

　
　
　

用
意
致
者
也
、　　
　
　
　
　
　

                         

　
　
　

同
廿
八
日
、
御
祭
礼
精
進                        

　
　
　

御
祓
ニ
廿
五
日
ニ
四
人
参
り
、                      

　
　
　

村
方
清
浄
じ
よ
う

御
祓
相
勤
、                     

　
　
　

御
初
尾
壱
軒
三
合
ツ
ゝ
、　　
　
　
　

                           

　
　
　

猶
又
三
月
酉
祭
前　
　
　
　
　
　
　
　

                             

　
　
　

壱
度
七
月
朔
日
御
祭　
　
　
　
　
　
　

                           

　
　
　

礼
前
壱
度
相
勤
候
也
、　　
　
　
　
　

                           

　
　
　

酉
祭
前
之
御
祓
之　
　
　
　
　
　
　
　

                          

　
　
　

儀
ハ
、
先
村
江
不
参
内                   

　
　
　

ニ
而
勤
送
り
、
弁
當
料　
　
　
　
　
　
　

                      

　
　
　

六
百
文
、
武
紙
弐
わ　
　
　

                        

　
　
　

御
初
尾
金
百
疋
定
メ　

　
　
　

勤
送
り
申
候
、　

（
75
頁
）

一
、七
月
朔
日
、
御
作
田
祭　
　
　
　
（
五
十
五
）

　
　

三
日
前
ニ
、
猶
又
内
ニ
而　
　
　
　
　
　

                                         

　
　

勤
送
り
、
是
ハ
武
紙
二
わ　
　
　
　
　

                                         

　
　

御
初
尾
百
疋
也
、　　
　
　
　
　
　
　

                                          

　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　

新
兵
衛　
　
　
　
　
　
　

                                      

　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　

亥
兵
衛　
　
　
　
　
　
　

                                      

　
　
　
　
　
　

同
断　

　
　
　
　
　
　
　

孫

蔵　
　
　
　
　
　
　
　

                                    

一
、
同
年
八
月
申
出
シ
候
㕝
、　　
　
　
（
五
十
六
）

　
　

拙
者
上
京
仕
候
義
、
村
方　
　
　
　

                                  

　
　

を
始
と
し
て
當
役
古
役
ヲ

　
　

相
願
上
京
無
尽
と
申
立
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
と
と
の
へ　

一
、
村
内
ニ
而
金
拾
壱
両
壱
分　

                          

　
　

半
掛
之
金
子
也
、
都
合
廾　
　
　
　
　

                           

　
　

弐
両
弐
分
無
尽
相
定
り
、　　
　
　
　

                      

　
　

連
衆
ゟ
外
ハ
勧
化
致
、
是
又　
　
　
　

                        

一
、
壱
両
之
上
出
来
候
㕝
、

（
76
頁
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                   

　
　

外
壇
中
江
も
夫
々
御
無　
　
　
　
　
　
　

                      

　
　

心
申
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                    

一
、
金
壱
両
弐
分　
　

塚
原
村
中　
　
　
　
　

                           
　
　
　
　
　

名
主　
　

　
　
　
　
　
　

作
左
衛
門
殿 　
　
　
　

　
　
　
　
　

世
話
人　

　
　
　
　
　
　

作
兵
衛
殿               

　
　
　
　
　
　

吉
之
丞
殿                

　
　
　
　
　
　

卯
太
三
衛
門             

一
、
金
壱
両　
　

埴
原
田
村
中             

　
　
　
　
　
　

名
主　
　

　
　
　
　
　
　
　

新
兵
衛
殿             

  　
　
　
　

世
話
人　

　
　
　
　
　
　

杢
左
衛
門
殿           

　
　
　
　
　
　

与
兵
衛
殿             

　
　
　
　
　
　

杢
三
郎
殿             

右
二
ヶ
村
江
大
入
、
壱
樽
肴              

五
百
文
程
之
品
持
参
、                 

致
シ
相
頼
申
候
、                  

(

77
頁)           

　
　
　
　
　
　

新
井
村

一
、
金
壱
分
弐
朱　

田
邑
氏
子 

　

外
ニ
祝
殿
宮
金                     

一
、
金
壱
両
三
分
弐
朱
請
取              

　
　
　

内
弐
分
上
金
也
、                

　
　
　
　
　
　
　

普
門
寺
村

一
、
金
壱
両　
　
　
　

伊
藤
市
五
郎
殿 

　
　
　
　
　
　

桑
原
村  　
　

一
、
金
三
分
弐
朱　
　

嶋
屋
長
作
殿

　
　

右
二
口　

　
　

金
毘
羅
山
江
代
参
金　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
取

一
、
金
壱
分　
　
　
　

坂
室
新
田　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
井
氏
子
中  

一
、
金
弐
朱
ト　
　
　

鋳
物
師
屋
新
田  

　
　

四
百
文　
　
　
　

土
橋
氏
子
中    

一
、
金
壱
分
ト　
　
　

笹
原
新
田

　
　

三
百
文　
　
　
　

関
氏
子
中                                           

一
、
米
弐
斗
壱
舛　
　

上
場
沢
新
田　

　
　

三
百
六
十
六
文　

今
井
氏
子
中

（
78
頁
）

九
頭
井
太
夫
家
文
書
「

万
代
家
職
覚
帳
」（

下
）

八
ヶ
岳
総
合
博
物
館　

古
文
書
研
究
会



　
　

右
之
通
り
御
世
話
ニ
相
成
、             

　
　

戊
申
三
月
十
五
日
出
立
仕            

　
　

金
毘
羅
山
迠
参
詣
致                 

　
　

大
坂
ヲ
見
物
致
し
、
其
上               

　
　

京
都
江
罷
出
、
四
月                    

　
　

五
日
ニ
帰
宅
仕
候
、                  

一
、
金
拾
壱
両
壱
分
、
當
村
中               

　
　
　

右
ハ
上
京
無
尽
金                   

一
、
金
壱
両
壱
分
當
村
勧
化
金            

　
　

奉
納
村
方
ゟ
都
合
拾
弐
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
分
㕝 

一
、
嘉
永
四
年
京
都
吉
田
殿　
　
　
（
五
十
七
）　    

　
　

ゟ
使
者
参
り
、
宮
田
渡
居　
　
　
　

                                 

　
　

免
許
被
請
候
様
、
社
中　
　
　
　
　
　
　

                  

　
　

一
統
江
被
申
候
得
共
、
段
々

　
　

申
伝
ヲ
聞
候
處
、
太
古
ハ

（
79
頁)

　
　

何
方
ゟ
も
免
状
請
候
義　
　
　
　
　

                         

　
　

無
之
居
候
得
共
、
百
年
以
前　
　
　
　
　

                      

　
　

吉
田
殿
之
免
状
請
候
欤
、　　
　
　
　

      

　
　

世
上
之
通
用
宜
敷
と
心　
　
　
　
　
　

                             

　
　

得
、
弐
三
人
も
請
、
其
後
ニ
及　
　
　
　

                           

　
　

吉
田
家
状
請
候
而
は　
　
　
　
　
　
　
　

                             

　
　

太
古
な
き
事
致
而
ハ
、
猶                                  

　
　

御
社
か
く
悪
仕
候
事
ヲ　
　
　
　
　
　
　

                             

　
　

思
、
夫
よ
り
吉
田
江
ハ
一
向　
　
　
　
　
　

                           

　
　

不
通
不
相
左
つ
（
挨
拶
）
ニ
及
候
故
、　　

                                

　
　

吉
田
ニ
而
先
別
事
と
申　
　
　
　
　
　
　

                           

　
　

寺
社
御
奉
行
江
願
出　
　
　
　
　
　
　
　

                      

　
　

夫
よ
り
江
戸
御
奉
行
所　
　
　
　
　
　

                         

　
　
江
召
出
さ
れ
、
公
事
ニ
相　
　
　
　
　
　
　

                   

　
　

成
、
大
金
ヲ
使
三
ヶ
年

　
　

か
ゝ
り
事
相
す
ミ
、　　
　
　
　
　
　
　

                           

　
　

其
節
、
諏
方
因
幡
守
様　
　
　
　
　
　
　

                            

　
　

御
惣
者
役
御
勤
被
成
候
、

（
80
頁
）

　
　

思
召
深
く
有
之
、　　
　
　
　
　
　

                         

　
　

寺
社
御
奉
行
所
、
御
惣
者　
　
　
　
　
　

　
　

ハ
、
相
互
之
義
、
御
城
等
も

　
　

出
来
候
、
猶
御
信
心
深
、

　
　

被
遊
候
故
、
吉
田
家
状

　
　

不
請
様
被
仰
付
奉
存
、
難
有
候

　
　

嘉
永
七
甲

寅
二
月
御
請

　
　

仕
候
、
万
々
争
無
替
事
之

　
　

免
出
度
奉
存
候
、

一
、
嘉
永
六
年
十
二
月
京
都
ゟ
勅
願
御
祈
禱

　
　

被
仰
付
、
異
国
阿
め
里
家　
　
（
五
十
八
）

　
　
　
　
　
　

諸
大
名
ハ
勿
論 

        

参
り
、
日
本
国
大
さ
は
ぎ                     

 　
　

仕
候
、
天
子
様
ニ
も
天
下            

 　
　

泰
平
ニ
無
之
候
、
思
召
厚              

 　
　

有
之
、
社
中
不
残
打
寄               

　
　

諏
方
大
明
神
へ
祈
鑑 （
祈
願
か
）             

　
　

可
仕
と
被
仰
出
候
、            

（
81
頁
）

　
　

十
二
月
廾
一
日
、
巳
刻
よ
り          

 　
　

勤
初
候
義
も
被
仰
出
候
、           

一
七
日
之
間

　
　

両
社
同
断
㕝
候
、          

　
　
　
　
　
　

嘉
永
七
年

 　
　

夫
よ
り
又
三
月
廾
一
日
ゟ

　
　

左
之
通
り
勤
、
初
一
七
日
間         

　
　

御
祈
禱
相
終
候
上
、
両
度           

　
　

京
都
へ
御
守
献
上
ニ
廾
八
日
ニ      

　
　

出
立
、
是
又
両
度
共
々            

　
　

大
祝
名
代
土
橋
力               

　
　

社
中
惣
代
伊
東
主
膳              

　
　

右
江
若
當
二
人
、                    

　
　

其
後
又
同
年
五
月
十
一
日           

　
　

ゟ
是
亦
勅
願
御
祈
禱            

　
　

被
仰
付
、
右
之
通
り
ニ
相
勤           

　
　

申
候
、
天
下
泰
平
国
土            

　
　

安
全
為
也
、               

　
　

嘉
永
八
乙

卯
年
霜
月
四
日   

　
　

世
上
大
地
震
有
之
、
當
国

（
82
頁
）

　
　

少
々
之
儀
ニ
候
得
共
、
諸
国

　
　

大
地
震
并
津
浪
人
多
死
す
、

　
　

家
多
分
う
し
な
い
、
世
上
大
サ

　
　

ハ
き
也
、
夫
ゟ
、
安
政
元
年
ト
改
、

　
　

同
二
年
二
月
二
日
ゟ
又
被
仰

　
　

付
有
之
、
地
震
今
以
□
し
づ

　
　

む
ル
㕝
、
依
之
、
勅
願
御
祈

　
　

禱
、
二
日
ゟ
一
七
日
相
勤
、
其
上

　
　

御
祓
献
上
、　

此
度
之
儀
ハ
、

　
　

飛ヒ
キ
ャ
ク服
ヲ
以　

献
上
仕
候
御
㕝
、

安
政
二
乙

卯
年

一
、
當
村
御
頭
ニ
付
、
申
込
、　　
　
　
（
五
十
九
）

　
　

酒
壱
舛
、
鯖
二
本

　
　

正
月
十
一
日
、
御
社
宮
司
、
殿
入

　
　

九
頭
井
之
宝
殿
江
御
祝

　
　

申
候
、
献
物
神
酒
壱
具
、

　
　

鯖
弐
本
、
三
舛
三
合
、
真
綿

　
　

五
匁
、
麻
五
十
目
、
筵
壱
枚
、

（
83
頁
）

　
　

山
田
ご
座
壱
枚
、
草
履
一
足
、

　
　

中
折
壱
丈
、
手
桶
壱
ッ
、
ひ
尺

　
　

壱
本
、

　

〆
拾
壱
品
、
是
以
相
勤
候
、

二
月
十
日

一
、
御
精
進
入
ニ
付
、
大
古
ゟ

　
　

本
下
宿
致
ニ
候
、
右
ニ
付

　
　

毎
日
之
人
足
弐
人
□
し
よ
う

子
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

致
候
、

　
　

中
折
三
丈
、
請
取
用
意
、

一
、
金
弐
分　
　
　

下
宿
料

　
　

精
進
初
、
當
日
筵
壱
枚

　
　

下
座
敷
ニ
御
頭
屋
ゟ
請
取
、

　
　

御
頭
屋
前
、
七
五
三
之
内
ニ
而
、

　
　

宮
田
渡
様
出
向
御
送
り

　
　

仕
候
、
座
順
、
鹿
人
、
式
部
、

　
　

九
頭
井
太
夫
、
左
近
太
夫
ト

　
　

順
之
㕝
ニ
候
、
右
之
通
り

　
　

請
取
物
無
相
違
請
取
申
候
、

（
84
頁
）

　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　

音
五
郎

　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　

三
五
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

御
頭
屋
牢
之
番

　
　
　
　
　
　
　
　

猪
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

湯
川
村

　
　
　
　
　
　
　
　

孫
左
衛
門

一
、
安
政
五
丁

巳
年　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
）

　
　

日
本
國
江
大
悪
病
は
や
り
、

　
　

人
多
分
死
ス
、
甲
州
者
、
猶

　
　

多
分
死
ス
、
日
々
は
だ
か
ニ
而

　
　

の
ぼ
り
ヲ
立
、
昼
夜
な
が
れ
ニ

　
　

諏
方
大
明
神
様
江
参
詣

　
　

致
㕝
、
大
さ
わ
ぎ
、
當
郡
ハ

　
　

小
々
之
儀
な
れ
共
、
是
又

　
　

さ
わ
ぐ
事
大
方
な
ら
ズ
、

　
　

三
日
小
ろ
り
与
名
ヲ
付
、

　
　

九
頭
井
社
ニ
而
一
七
日
之
祈
禱

（
85
頁
）

　
　

致
シ
、
村
中
江
札
ヲ
掛
、

　
　

役
場
ゟ
御
札
と
し
て
、

　
　

金
弐
両
申
請
、
猶
又
、

　
　

御
地
之
水
頂
戴
致
せ
ハ
、

　
　

病
㕝
無
之
と
言
立
、
村
中



　
　

人
々
、
徳
利
持
参
致
し
、

　
　

長
ゑ
之
ひ
尺
ニ
而
、　

　
　

消
息
ヲ
付
、
く
ミ
渡
ス
、

　
　

皆
十
弐
銅
持
参
致
シ
、

　
　

都
合
壱
〆
七
百
文
あ
り
、

　
　

其
上
、
津
嶋
様
江
代
参
ヲ
立
、

　
　

津
嶋
祭
ヲ
勤
、
三
舛
三
合
ゟ

　
　

出
之
、
猶
又
、
諏
方
大
明
神

　
　

様
之
御
ぬ
さ
ヲ
頂
戴

　
　

致
之
、
手
前
上
下
ニ
御
向
申
シ
、

　
　

村
役
人
も
上
下
村
中

　
　

新
井
村
迠
出
向
、
袴
羽
折　

　
　
ニ
而
、
九
頭
井
之
社
江
も
ニ
而
、

（
86
頁
）

　
　

村
中
之
者も
の
江
い
た
ゞ
か
せ

　
　

是
又
十
二
銅
ツ
ゝ
持
参
致
シ　

　
　

八
月
ゟ
九
月
末
ニ
而
、
し

　
　

づ
ま
る
㕝
也
、

　
　

外
村
壇
中
江
も
、
守
ヲ

　
　

遣
ス
、
夫
々
之
御
礼
有
之
、

一
、天
保
甲
午
年
、日
影
五
ヶ
村　
　
　
（
六
十
一
）

　
　

さ
ハ
ぎ
有
之
、
其
前　
　
　
　

　
　

十
二
、三
年
も
但
馬
壇
中
と

　
　

申
湯
立
ヲ
勤
居
候
處

　
　

式
部
方
ニ
て
ハ
、
不
参
候
得

　
　

共
、
鮎
沢
村
ゟ
式
部
願
ニ　

　
　

参
り
、
夫
ゟ
二
三
年
も

　
　

立
候
處
、
式
部
壇
中
と　

　
　

申
立
、
右
之
午
年

　
　

異
ろ
ん
申
、
宮
田
渡
江
願　
　
　

　
　

出
、
大
祝
被
申
候
は　

　
　

但
馬
持
之
、
式
部
持
之
と　

（
87
頁
）

　
　

申
事
相
な
ら
ズ
、
仲
間

　
　

一
統
持
と
し
て
、
湯
立
ヲ　

　
　

勤
ル
様
、
被
仰
付
候
、
仲
間
持
ニ
而　

　
　

午
年
迠
勤
居
候
處

　
　

安
政
七
年
未
年
春
、
下
之　
（
安
政
六
年
か
）

　
　

社
家
多
中
と
言
物
ニ　
　

　
　

金
十
二
両
之
方
ニ
預
ヶ

　
　

丸
壱
年
下
之
多
中
与
申
者

　
　

勤
居
候
處
、
庚
申
年

　
　

春
一
統
、
宮
田
渡
様
江　

　
　

願
出
、
差
留
ニ
相
成
候
、

　
　

多
中
、
式
部
ニ
而
、
郡
奉
行

　
　

所
江
願
出
、
我
壇
中
ヲ　

　
　

賣
共
、
預
共
、
す
き

　
　

成
共
、
仲
間
一
統
こ
し
よ
う
（
故
障
）

　
　

す
る
と
申
出
、
夫
ゟ
郡
奉

　
　

行
所
ゟ
、
宮
田
渡
江
申

　
　

出
、
土
橋
力
殿
被
参
、
右

　
　

之
一
条
御
咄
申
上
候

（
88
頁
）

　
　

得
者
、
多
中
、
式
部
六
人
が

　
　

申
㕝
、
い
つ
ハ
り
と
被
申

　
　

右
之
通
、
但
馬
一
統
之

　
　

持
場
と
被
仰
付
、
此
末

　
　

但
馬
檀
中
、
式
部
檀
中

　
　

之
と
申
㕝
、
一
切
不
成

　
　

相
と
申
付
有
之
候
、

　
　

右
之
通
り
、
き
び
敷　

　
　

被
仰
付
候
、
以
上
、

一
、
元
治
元
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
二
）

　
　

九
頭
井
寶
殿
波
損　
（
破
損
）
有　
　

　
　

之
候
ニ
付
、
上
社
ゟ
見
分
ニ　

　
　

被
参
候
、
山
口
兵
衛

　
　

原
五
左
衛
門
、
笠
原
忠
七

　
　

都
合
三
人
、
村
役
人
、
宮

　
　

世
話
人
罷
出
、
拙
宅
ニ
而　

　
　

酒
肴
、
夜
飯
迠
出
し

　
　

知
走
致
し
候
、

（
89
頁
）

　
　

其
節
宿
礼
と
申

　
　

金
弐
朱
請
取
、
夫
よ
り

　
　

村
中
出
拂
ニ
而
、
寶
殿

　
　

地
ふ
く
壱
尺
五
寸
上
ヶ

　
　

河
原
ゟ
ま
な
ご
を　
　

　
　

は
こ
び
、
社
内
江
し
き　
　
　

　
　

其
後
、
殿
入
祭
致
し

　
　

米
三
舛
三
合
、
神
酒
五
盃

　
　

莚
壱
枚
足
房
（
履
）
壱
足

　
　

大
原
紙
二
十
枚
、
村
ゟ

　
　

出
し
、
村
中
社
内
ニ
而　

　
　

神
酒
奢
ご
り
候
事

　
　

又
、
其
後
仕
上
ヶ
見
分
ニ　

　
　

右
三
人
之
物
（
者
）
参
り
、
右
之　
　
　

　
　

か
ぐ
ら
終
而
御
礼
ニ　

　
　

宮
奉
行
二
軒
江
畳　

　
　

し
ら
す
干
壱
わ
ツ
ゝ

　
　

御
礼
、
右
三
人
江
も
、
右
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
り
、

（
85
頁
）

　
　

致
シ
、
村
中
江
札
ヲ
掛
、

　
　

役
場
ゟ
御
礼
と
し
て
、

　
　

金
弐
両
申
請
、
猶
又
、

　
　

御
池
之
水
頂
戴
致
せ
ハ
、

　
　

病
㕝
無
之
と
言
立
、
村
中

　
　

人
々
、
徳
利
持
参
致
し
、

　
　

長
ゑ
之
ひ
尺
ニ
而
、　

　
　

消
息
ヲ
付
、
く
ミ
渡
ス
、

　
　

皆
十
弐
銅
持
参
致
シ
、

　
　

都
合
壱
〆
七
百
文
あ
り
、

　
　

其
上
、
津
嶋
様
江
代
参
ヲ
立
、

　
　

津
嶋
祭
ヲ
勤
、
三
舛
三
合
ゟ

　
　

出
之
、
猶
又
、
諏
方
大
明
神

　
　

様
之
御
ぬ
さ
ヲ
頂
戴

　
　

致
シ
、
手
前
上
下(

裃
）
ニ
御
向
申
シ
、

　
　

村
役
人
も
上
下
村
中

　
　

新
井
村
迠
出
向
、
袴
羽
折
（
羽
織
）

　
　
ニ
而
、
九
頭
井
之
社
江
も
ニ
而
、

（
86
頁
）　

　
　

村
中
之
者も
の
江
い
た
ゞ
か
せ

　
　

是
又
十
二
銅
ツ
ゝ
持
参
致
シ　

　
　

八
月
ゟ
九
月
末
ニ
而
、
し

　
　

づ
ま
る
㕝
也
、

　
　

外
村
壇
中
江
も
、
守
ヲ

　
　

遣
ス
、
夫
々
之
御
礼
有
之

一
、
天
保
甲

午
年
、
日
影
五
ヶ
村　
（
六
十
一
）

　
　

さ
ハ
ぎ
有
之
、
其
前　
　
　
　

　
　

十
二
、三
年
も
但
馬
壇
中
と

　
　

申
湯
立
ヲ
勤
居
候
處

　
　

式
部
方
ニ
て
ハ
、
不
参
候
得

　
　

共
、
鮎
沢
村
ゟ
式
部
願
ニ　

　
　

参
り
、
夫
ゟ
二
三
年
も

　
　

立
候
處
、
式
部
壇
中
と　

　
　

申
立
、
右
之
午
年

　
　

異
ろ
ん
申
、
宮
田
渡
江
願　
（
異
論
）

　
　

出
、
大
祝
被
申
候
は　

　
　

但
馬
持
之
、
式
部
持
之
と　

（
87
頁
）　

　
　

申
事
相
な
ら
ズ
、
仲
間

　
　

一
統
持
と
し
て
、
湯
立
ヲ　

　
　

勤
ル
様
、
被
仰
付
候
、
仲
間
持
ニ
而　

　
　

午
年
迠
勤
居
候
處

　
　

安
政
七
年
未
年
春
、
下
之　
（
安
政
六
年
）

　
　

社
家
多
中
と
言
物
ニ　
　

　
　

金
十
二
両
之
方
ニ
預
ヶ

　
　

丸
壱
年
下
之
多
中
と
申
者

　
　

勤
居
候
處
、
庚
申
年

　
　

春
一
統
、
宮
田
渡
様
江　



　
　

願
出
、
差
留
ニ
相
成
候
、

　
　

多
中
、
式
部
ニ
而
、
郡
奉
行

　
　

所
江
願
出
、
我
壇
中
ヲ　

　
　

賣
共
、
預
共
、
す
き

　
　

成
共
、
仲
間
一
統
こ
し
よ
う
（
故
障
）

　
　

す
る
と
申
出
、
夫
ゟ
郡
奉

　
　

行
所
ゟ
、
宮
田
渡
江
申

　
　

出
、
土
橋
力
殿
被
参
、
右

　
　

之
一
条
御
咄
申
上
候

（
88
頁
）　

　
　

得
者
、
多
中
、
式
部
六
人
が

　
　

申
㕝
、
い
つ
ハ
り
と
被
申

　
　

右
之
通
、
但
馬
一
統
之

　
　

持
場
と
被
仰
付
、
此
末

　
　

但
馬
檀
中
、
式
部
檀
中

　
　

之
と
申
㕝
、
一
切
不
成

　
　

相
と
申
付
有
之
候
、

　
　

右
之
通
り
、
き
び
敷　
（
厳
し
く
）

　
　

被
仰
付
候
、
以
上
、

一
、
元
治
元
年
九
月　
　
　
　
　
　
（
六
十
二
）

　
　

九
頭
井
寶
殿
波
損
（
破
損
）
有

　
　

之
候
ニ
付
、
上
社
ゟ
見
分
ニ　

　
　

被
参
候
、
山
口
兵
衛

　
　

原
五
左
衛
門
、
笠
原
忠
七

　
　

都
合
三
人
、
村
役
人
、
宮

　
　

世
話
人
罷
出
、
拙
宅
ニ
而　

　
　

酒
肴
、
夜
飯
迠
出
し

　
　

知
走
致
し
候
、

（
89
頁
）　

　
　

其
節
宿
礼
と
申

　
　

金
弐
朱
請
取
、
夫
よ
り

　
　

村
中
出
拂
ニ
而
、
寶
殿

　
　

地
ふ
く
壱
尺
五
寸
上
ヶ

　
　

河
原
ゟ
ま
な
ご
を　
　

　
　

は
こ
び
、
社
内
江
し
き　
　
　

　
　

其
後
、
殿
入
祭
致
し

　
　

米
三
舛
三
合
、
神
酒
五
盃

　
　

莚
壱
枚
足
房
（
履
）
壱
足

　
　

大
原
紙
二
十
枚
、
村
ゟ

　
　

出
し
、
村
中
社
内
ニ
而　

　
　

神
酒
奢
ご
り
候
事

　
　

又
、
其
後
仕
上
ヶ
見
分
ニ　

　
　

右
三
人
之
物
参
り
、
右
之

　
　

か
ぐ
ら
（
神
楽
）
終
而
御
礼
ニ　

　
　

宮
奉
行
二
軒
江
畳　

　
　

し
ら
す
干
壱
わ
ツ
ゝ

　
　

御
礼
、
右
三
人
江
も
、
右
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
り
、

（
90
頁
）　

　

右
之
品
、
宮
世
話
人
ゟ

　
　
　

請
取
参
り
候
、

一
、
慶
応
二
丙
寅
年　
　
　
　
　
（
六
十
三
）

　
　

御
柱
并
ニ
殿
入
、
供
物
覺

　
　

九
頭
井
社
江　

献
物

　
　
　
　
　
　

左
之
通
り

　
　

米
三
舛
三
合
、
莚
壱
枚

　
　

神
酒
五
盃
樽
壱
ッ

　
　

草
房
（
履
）
壱
足
、
懸
肴　

　
　

麻
苧
廿
五
匁

　
　

〆
六
品

　
　

千
鹿
頭
宮
江 

同
断

　
　

八
幡
社
江　

 

右
同
断

　
　

右
三
社
江 

中
折
二
帖

　
　

秋
葉
社
江 

右
之
通
り　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
備

　
　

藤
塚
社
江 

右
一
備

　
　

津
嶋
社 

 

豊
川
社

　
　

御
桑
社 

 

雷
神
社

（
91
頁
）　

　
　

右
四
社
江 

紙
四
折

　
　

献
物
一
備　

㕝

　
　
　

丙
寅
年
不
作
ニ
付

　
　

右
之
献
物
代
料
ニ
而
請
取

　
　

為
金
壱
両
壱
分
壱
朱
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
百
七
十
六
文

　
　

右
之
通
り
宮
方
世
話
人
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伴
蔵
殿

　
　

右
之
代
料
一
備
分
弐
朱

　
　

認
二
人
代　
　

壱
分
定
メ

（
92
頁
）　

慶
応
二
丙

寅
年
十
一
月
十
二
日
湯
立　
（
六
十
四
）

　

勧
請　
　
　
　
　

芹
ヶ
澤
村

一
、
桜
大
明
神　
　
　

伴
右
衛
門

　
　

右
は
、
心
願
ニ
よ
つ
て
、
村
方
公
事

　
　

出
来
ニ
付
、
二
人
ニ
而
、
隣
人
壱
人
手
前
と

　
　

二
人
之
勧
請
ニ
候
、
大
川
端
崩
上
ニ
社
有

　

勧
請　
　
　
　
　
　
　

普
門
寺
村
三
人
組

一
、
津
嶋
牛
頭
天
王　
　
　

治
右
衛
門

　
　

石
尊
神
社

　
　

右
者
、
山
ゟ
屋
敷
北
の
角
引

　
　

殿
入
ハ
、
夘
正
月
十
一
日
仕
候
、

　

天
和
二
八
月
日　

塚
原
村

一
、
稲
荷
大
明
神　
　

杦
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
云
源
蔵
ト

　

右
之
処
、
慶
應
三
五
月
廿
八
日
ニ　

改
メ　

　
　

勤
日
、
正
月
、
二
月
初
午
、
二
百
十
日

一
、明
治
二
己

巳
年
二
月
天
廷
よ
里
、諸
（
六
十
五
）

　

   

国　

御
觸
廻
り
、
諸
社
御
改
ニ
相
成
候
ニ
付

　

  

社
号
或
ハ
、
神
号
御
尋
ニ
御
座
候
、
其
節

　

  

植
原
田
村
産
土
宮
、
千
鹿
頭
神
社　
　

       

尊
号
不
知
、
役
人
尋
ニ
参
り
候
ニ
付
、
改
メ

一
、
宇
田
津
神
御
子

思
イ
兼
命

　
　

千
鹿
頭
神
と
モ
尊
共
云

　

右
、
宇
田
津
ニ
御
神
ハ
健
御
名
方
尊

（
93
頁
）

　
　

様
と
當
國
ニ
於
、
御
狩
ヲ
被
遊
、
千
鹿

　
　
ヲ
打
取
、
頭
ヲ
並
遍
て
、
御
祝
ひ
御
子
之

　
　

名
ヲ
千
鹿
頭
之
神
与
御
名
付
有
之

　
　

よ
し

　
　
　

洩モ
リ
ヤ
ノ
ヲ
ゝ
カ
ミ

矢
大
神　
　

橋
原
村
ノ
産
土
宮

　
　

御
子　

　
　
　

宇ウ
タ
ツ
ノ
カ
ミ

田
津
神

　
　

御
子　

　
　
　

千
鹿
頭
神
又
ハ
大
物
兼
尊
共
云

右
、
千
鹿
頭
神
社
之
神
号
ニ
御
座
候
、

　
　
　

御
社
宮
子
大
神

　
　

是
ハ
、
則
健
御
名
方
ノ
尊
之
御
子
ニ
ま
し
〳
〵

　
　

て
、
信
濃
國
ニ
八
ッ
縣
与
申
よ
し
、
是
ニ
御

　
　

鎮
座
有
之
、
右
之
八
ッ
阿
が
多
ヲ
ス
ワ
ヘ

　
　

引
、
十
六
頭
之
祭
神
ニ
祭
ル
、
十
二
神
ヲ　

　
　

祭
り
、
上
下
之
御
社
宮
子
是
也
、

　
　
　

伊
豆
早
雄
尊
様
サ
ゾ
是
御
社

　
　
　

宮
子
之
第
一
之
御
神
也
よ
し
、

　
　

是
モ
植
原
田
村
、
御
社
宮
子
様
ニ
書
上
ニ
成
、

（
94
頁
）　

一
、
今
般
御
改
政
被
為
有
候
ニ
付
、　
（
六
十
六
）

　
　

此
度
社
人
之
儀
、
神
祇
官

　
　
江
、
巳
年
従
、
差
出
居
候
処
、

　
　

當
未
之
年
至
り
、
御
告
布
（
布
告
）
有

　
　

之
高
島
藩
ヨ
リ
戸
帳
（
戸
長
）
と　

　
　

申
役
人
、
五
ヶ
村
、
十
ヶ
村
ニ
壱
人

　
　

ツ
ゝ
出
来
□
ニ
而
、
諸
人
別
改

　
　

候
事
ニ
相
定
り
、
右
之
役
人

　
　
江
、
従
是
差
出
申
候
、

　

未
八
月
掛
而

　
　

又
諸
國
、
村
々
番
号
と
申



　
　

事
、
出
来
軒
別
相
掛
り
申
候
、

　
　

人
別
雛
形

　
　

信
濃
國
諏
訪
郡
上
原
村

　
　
　
　

第
五
區

　
　
　
　
　

三
十
六
番
屋
敷
居
住

　
　
　
　
　
　

諏
方
上
社
々
人

　
　
　
　
　
　
　

矢
島
主
水　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

辛
未
六
十
三
才

　

同
郡
同
社
々
人　

増
沢
數
馬　

妻　

た
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
女　
　
　
　

何
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
嶋　

庫
＿
＿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻　
　

ぬ
い
＿
＿

　

同
國
伊
奈
郡
八
彦
社
之
金
沢
右
近
四
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
男　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
島
茂
登

　
　

産
宮
御
井
神　

　
　
　
　

神
葬
祭

（
95
頁
）　

一
、
今
般
御
一
新
御
改
正
ニ
付　
　
（
六
十
七
）

　
　

國
中
一
統
被
仰
出
候
控
、

一
、
日
本
中
、
是
迠
大
名
と
唱
へ
居
候

　
　

分
、
不
残
大
藩
、
中
藩
、
小
藩
と
相

　
　

成
、
右
之
高
ニ
應
し
、
十
分
一
之
知

　
　

行
と
相
成
、
國
々
万
石
ヲ
千
石
と　

　
　

定
り
、
高
島
ニ
於
而
も
、
三
万
石
之

　
　

元
高
故
、
三
千
石
天
庭
与
里
下

　
　

し
給
る
、
右
之
知
行
ニ
而
、
出
入
三
ヶ

　
　

年
程
、
知
事
職
と
相
成
、
元

　
　

領
知
支
配
致
居
る
處
、
當

　
　
辛

未
七
月
十
日
ニ
東
京
与
里　

　
　

御
状
至
来
、
右
之
知
事
職

　
　

御
免
、
三
千
石
御
引
上
、
東
京

　
　

詰
、
本
官
勤
メ
与
相
成
、
知
行

　
　

御
蔵
米
、
三
百
石
下
し
給
る
よ
し

　
　

大
中
小
共
ニ
、
諸
国
右
之
通
り

　
　

被
仰
出
有
之
候
、

一
、七
月
廿
一
日
家
中
是
迠
長
々

　
　

君
臣
之
約ヤ
ク
ヲ
除ノ
ソ
キ
御
暇
申

　
　

上
る
、
西
御
殿
拂
物
廿
五
六
日
ニ
致
ス
、　

一
、
東
御
殿
同
様
ニ
致
ス
よ
し
、

（
96
頁
）　

　
　
　

両
社
、
被
仰
出
書
之
面
向

一
、
明
治
四
辛

未
六
月
、
高
島
藩
役

　
　

所
ゟ
、
申
渡
大
政
官
神
祇
官

　
　

御
觸
書　
　
　

諏
訪
社
之
儀
は　

　
　

國
幣
中
社
と
御
定
ニ
相
成
候
、

　
　

御
一
新
ニ
付
、
右
ノ
社
人
不
残
御
は
い
し

　
　
ニ
相
成
、
士
卒
濃
三
色
ニ
返

　
　

籍
致
遍
く
様
、
被
仰
出
候
、

　
　
　
　
　

宮
司　
　
　

大
三　

司
ノ
由

　
　
　
　
　

権
宮
司　
　

人
撰

　
　
　
　
　

長
官　
　
　

人
撰

　
　
　
　
　

祢
冝　
　
　

同

　
　
　
　
　

―
―　
　
　

同

　
　
　
　
　

―
―　
　
　

同

　
　
　

右
之
通
り
改
る
よ
し

一
、
辛

未
六
月
被
仰
出
有
之
候
、
是
ハ

　
　

追
々
御
改
正
被
仰
出
候
間
、
其
迠

　
　

ハ
、
従
前
之
通
り
、
明
申
年
ゟ
は
、

　
　

官
祭
ニ
相
成
候
様
、
被
仰
出
候
、

　
　
官
社
之
分
、
人
撰
御
は
い
し
分
ハ
、
東
京
ニ
而
官
兵
ニ

　
　
　

御
相
談
ニ
相
成
る
よ
し
。

一
、
舊
録
高
、
米
数
、
金
銀
之
数
、
或
寄

　
　

附
歟
、
又
者
朱
印
歟
、
除
地
歟
、
実
数

　
　

                      　
　
　
　
　
未
十
一
月

　
　

書
出
旨
三
十
日
限
り
出
し
候
様
、
廿
三
日　

　

御
觸
書
至
来
候
、

（
97
頁
）　　

一
、
今
般
、
諏
訪
従
四
位
殿
隠
居

　
　

諏
訪
左
源
太
殿
ゟ
養
子
同
苗
従

　
　

五
位
与
相
成
、
諏
訪
郡
知
事
与
相

　
　

成
居
候
處
、
國
中
一
般
知
事

　
　

職
御
廢
止
ニ
相
成
、
従
五
位
殿

　
　

高
島
城
、
御
引
上
ニ
成
、
城
中

　
　

雑
物
売
拂
、
辛
未
九
月
十
三
日

　
　

出
立
ニ
而
、
東
京
江
發
足
ニ
相
成

　
　

右
ニ
付
、
御
城
湯
立
等
、
被
為
止

　
　

乍
去
、
當
今
九
月
分
ハ
、
従

　
　

前
之
通
り
、
相
勤
ら
れ
候
様

　
　

申
渡
有
之
候
、
来
霜
月

　
　

ゟ
は
、
大
宮
ニ
而
初
穂
弐
百
疋

　
　

勤
候
事
ニ
申
渡
候
、

一
、
米
弐
俵　
　

一
渡
分

　
　

年
ニ
八
俵
ツ
ニゝ
候
處
、
壱
度
分

　
　

金
弐
両
弐
分
ツ
ゝ
と
相
成
、
壱
年

　
　

半
斗
、
右
ニ
而
相
勤
候
、
又
此

　
　

後
、
大
宮
ニ
而　

明
治
二
辛

未
年
九
月
十
七
日
ゟ

一
、
弐
百
疋
ツ
ニゝ
而
、
従
是
勤
候

（
98
頁
）　

　
　

様
、
九
月
十
七
日
申
渡
有
之
、
右

　
　
ニ
而
、
霜
月
ゟ
勤
候
約
定
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　

茅
野
兵
三
郎
頼
済

辛
未
十
月
十
一
日
来
ル　

一
、
今
般
御
改
政
ニ
付
、
社
地
坪

　
　

数
改
并
ニ
、
社
木
数
、
又
社
木
代
金

　
　

積
り
致
し
、
書
上
致
様
被
仰
出

　
　

有
之
、
未
十
月
郡
中
村
々
改
メ
ニ　

　
　

廻
る
、
奉
行

　
　
　
　
　
　

郡
司
方

　
　
　
　
　
　
　
　

三
輪
五
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

徒
目
付　

壱
人

　
　
　
　
　
　

足
軽　
　

弐
人

　
　

右
之
人
数
ニ
而
被
参
、
九
頭
井
之
社

　
　

當
村
役
人
拙
者
共
ニ
、
立
合
社

　
　

内
改
メ
ル
、

　

一　
　
　

木
数

　

一　
　
　

同
断
代
金
積

　
　

尚
村
役
人
ニ
而
致
、
差
出
候
、

十
月
十
九
日

一
、
今
般
高
嶋
縣
ゟ
、
申
渡
し

　
　

有
之
、
両
社
共
ニ
キ
ソ
ク
定
ら
れ

　
　

候
迠
、
従
前
之
知
行
半
わ
り

（
99
頁
）　

　
　

月
々
被
下
訳
、
被
仰
渡
候

　
　
　
　
　

ハ

　
　

尤
大
祝
様
、
百
四
十
俵

　
　

被
下
、
長
官
ハ
弐
十
弐
俵

　
　

其
外
五
官
、
両
奉
還
俗
衆

　
　

迠
、
十
俵
、
又
十
弐
俵
位
ニ
わ
り　

　
　

土
橋
傳
吾
迠
月
わ
り
、
其

　
　

外
小
社
人
分
ハ
、
来
申
ノ
三

　
　

月
一
渡
ニ
被
下
事
ニ
被
申
渡
候
、

　

両
社
共
ニ　

一
、
今
般
東
京
神
祇
官
ゟ

　
　

高
嶋
縣
江
、
御
渡
し
ニ
成
次
第

　
　

官
幣
社
、
國
幣
社
江　

　
　

御
幣
物
御
送
り
ニ
成
、
奉
幣
致

　
　

東
京
ゟ
、
當
地
方
官
々
属

　
　

濱
順
左
衛
門
、
御
預
り
ニ
而
、
當
十

　
　

月
廿
二
日
着
ニ
成
、

十
月
廿
九
日
出
立

一
、
先
前
、
被
仰
出
之
通
り
之
訳
ニ　

　
　

付
、
今
般
高
嶋
小
三
事　
（
小
参
事
）

　
　

千
野
十
郎
兵
衛
殿
、
東
京
江
出
立

　
　

訳
は
、
被
仰
出
之
通
り
、
大
宮
司

　
　

役
人
官
并
ニ
、
諸
事
御
定
之

　
　

被
仰
付
罷
出
候
よ
し
、

（
100
頁
）　

　
　

従
是
、
追
々
規
則
相
立



　
　

面
向
ニ
御
座
候
、（
お
も
て
む
き
）

一
、
来
ル
申
年
之
、
御
寶
蔵
健
（
建
）　
（
六
十
八
）

　
　

替
ニ
付
、
今
度
ゟ
地
方
官

　
　
ニ
而
、
造
栄
ニ
成
ル
、
地
方
官
ニ
而　

　
　

當
人
足
ニ
而
、
寶
蔵
材
木
金

　
　

澤
山
御
林
ゟ
出
ル
、
十
一
月
ゟ
始
ル
、

一
、十
一
月
十
七
日
前
々
申
通
り
、
天
庭
（
六
十
九
）

　
　

ゟ
、
御
幣
御
奉
納
有
之
ニ
付

　
　

當
日
勤
方
被
仰
出
候
、
御
起
意　
（
趣
意
）

　
　

書
冩
し
、

　
　
　

官
幣
、
国
幣
社
、
奉
幣
社
頭
之
儀

　

早
旦
神
殿
装
束
ヲ
奉
仕
ス　

　

第
八
字
地
方
官
及
、
神
官
等
座
ニ
著
ク　

　

先
、
開
扉　
宮
司
之
ヲ

奉
仕
ス　
　
　
　
　

　
　
　
　

奏
樂　
神
楽
歌
或
ハ
社
頭　

相
傳
ノ
樂
第
適
宜

　

次
、
神
饌
ヲ
供
ス　
宮
司
以
下
神
官

之
ヲ
奉
仕
ス

　
　
　
　

奏
楽　
同上

　

訖
ヲ
ワ
リテ

神
官
一
同
列
座　
拍
手　

　

再
拝　
　

　

次
、
知
事
或
ハ
参
事

、
御
幣
物
ヲ
捧
ク　
拍
手　

　

再
拝　

　

次
、
祝
詞　
知
事
或
ハ
大
小
参
事
之
ヲ

奉
ス　

拍
手
再
拝　
　

（
101
頁
）　

二 

次
、
宮
司
以
下
拜
禮　
　
　
　
　
後
ニ
見
ル
ヘ
シ
、

一 

次
、
知
事
以
下
地
方
官
拝
礼　
奏
仕
以
上
玉
串
ヲ

捧
ク
、
前
ニ
見
ル

　

次
、
御
幣
物
及
、
神
饌
ヲ
徹
ス　

御
幣
物
ハ
後
ニ

神
庫
ニ
納
ム　

　
　
　
　

奏
樂　
同上

　

次
、
閉
扉　
宮
司
之
ヲ

奉
仕
ス

　

次
、
奏
樂　
同上

　

次
、
各
退
出

　
　
　
　
　

畢

　
　
　
　

祝
詞
案

　
　

掛
巻
母
恐
伎

　
　

其
乃
社
乃
大
前
尓
知
事
官
位
姓
名

　
　

或
ハ
大
小
参

事　

、
恐
美
恐
美
母
白
佐久

新ア
ラ
タ
ヨ代
乃　

　
　

始
ハ
シ
メ
乃
大ヲ
ゝ
ミ
ノ
リ

御
典
止
今コ
ト
シ
シ
モ
ツ
キ

年
十
一
月
中
卯
日
尓　

　
　

天
都
御
食
乃
遠
御
食
止

　
　

天
皇
乃
大
嘗ニ
ヱ
キ
コ
シ
メ
ス

聞
食
須賀

故
尓
宇
豆

　
　
乃
幣ミ
テ
ク
ラ帛
乎
和ニ
キ
タ
ヘ
ア
ラ
タ
ヘ

妙
荒
妙
尓
御
饌

　
　

津
物
備
ソ
ナ
ヘ
マ
ツ
リ奉
弖

奉タ
テ
マ
ツ
シ出

給
布
故カ
レ

今
日
乃
生イ
ク

　
　

日
尓
是
乃

　
　

大
□
尓
捧サ
ゝ
ケ介
奉
良
久
乎

美
良尓

聞
食
止

　
　

天
皇
乃
大
御
代
乎
千
秋
乃
五
百
秋
尓　

　
　

弥イ
ヤ

遠
長
久
堅
磐
尓
常
磐
尓
守
利　

　
　

幸
閉
給
閉止

恐
美
恐
美
母
白
須

　
　
　
　

明
治
四
年
十
一
月
十
七
日

（
102
頁
）　

（
こ
こ
か
ら
、
後
ろ
の
頁
か
ら
、
上
下
逆
に
書
か

れ
て
い
る
）

　
　
　
　

十
八
日　

御
祭
典
式
被
仰
出
候

一
、大
嘗
會
ニ
付
、先
般
大
政
官
御
布
告
有
（
七
十
）

　
　

候
處
、
左
之
通
重
キ
御
趣
意
ニ
付
、
此
旨
地

　
　

方
末
ニ々
至
迠
、
無
洩
深
切
可
申
諭
候
事
、

　
　
　
辛

未
十
一
月　
　
　

神
祇
省

　
　
　

告
諭

　
　

大
嘗
會
ノ
儀
ハ

　
　

天
孫
瓊
々
杵
命
降
臨
ノ
時　
　
　
　

　
　

天
祖
天
照
大
御
神
詔
シ
テ
豊
葦
原

　
　

瑞
穂
国
ハ
吾
御
子
ノ
所
、
知
国
ト
封ヨ
ザ
シ　

　
　

玉
ヒ
乃
齋
庭
ノ
穂
ヲ
授
ヶ
玉
ヒ
シ
ヨ
リ

　
　

天
孫
日
向
髙
千
穂
ノ
宮
ニ
天
降
マ
シ
〳
〵

　
　

始
テ
其
稻
種
ヲ
播
ホ
ト
コ
シテ

新
穀
ヲ
聞
食

　
　
ス
、
是
大
嘗
、
新
嘗
ノ
起
原
也
、
是
ヨ
リ

　
　

御
歴
代
年
ノ々
新
嘗
祭
ア
リ
、
殊
ニ　

　
　

御
即
位
繼
体
ノ
初
ニ
於
テ
大
嘗
ノ
大

　
　

義
ヲ
行
ヒ
玉
フ

㕝
ハ

　
　

天
初
ノ
封
ヲ
受
玉
フ
所
、
以
ノ
御
大
禮
ニ
シ
テ

　
　

国
家
第
一
ノ
重
事
タ
リ
、
其
儀
本
月
卯
日

　
　

宸
義
泰
ク　

　
　

天
祖
天
神
地
祇
ヲ
饗
祀
マ
シ
〳
〵
辰
日

　
　

髙
御
座
ニ
御
シ
テ
新
穀
ノ
饗
饌
ヲ　

　
　

聞
食
シ
即
酒
饌
ヲ
百
官
群
臣
ニ
賜
フ　

　
　

是
ヲ
豊
ト
ヨ
ア
カ
ル明
節
會
ト
云
フ
夫
穀
ハ　

　
　

天
祖
ノ
授
與
シ
玉
フ
所
、
生
霊
億
兆
ノ
命
ヲ

（
103
頁
）　

　
　

保
ッ
所
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ　

　
　

天
皇
斯
生
民
ヲ
鞠
育
シ
以
テ
其
恩
頼

　
　
ヲ
報
シ　

天
職
ヲ
奉
シ
玉
フ
・
斯
如

　
　
シ
、
然
則
此
代
嘗
會
ニ
於
ケ
ル
ヤ
天
下

　
　

萬
民
謹
テ
御
起
旨
ヲ
奉
戴
シ
、
嘗
日

　
　

人
民
休
業
各
其
地
方
産
土
神
ヲ
参

　
　

拜
シ
天
祖
ノ
徳
澤
ヲ
仰
キ
降
盛
ノ

　
　

洪
副
ヲ
祝
セ
ス
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
サ
ル
也
、

　
　
　
　

日
本
国
中
一
般
ニ
被
仰
候
、
右
之
通
り

　
　

十
八
日
豊
明
ノ
神
事
相
済
酒
魚
ニ
而　

　
　

社
人
一
統
政
聞
処
ニ
於
、
沢
山
ニ
被
下
候
、

○
一
、十
七
日
従　

天
皇
御
幣
物　
（
七
十
一
）

　
　

  

御
奉
納
ニ
付
、
大
宮
番
始
る
、
地
方

　
　

  

宮
ゟ
茂
、
罷
出
候
由
も
御
座
候
、
先

　
　

  

社
頭
ハ
社
人
ニ
而
、
十
七
日
夜
ゟ
番
始
ル

　
　

  

大
祝
ニ
而
は
、
小
人
故
、
當
分
之
内
番

　
　

 

無
、
五
官
、
新
社
人
外
壱
統
一
日
一
夜
ツ
ゝ

　
　

  

御
番
相
勤
候
は
つ
事
、

　
　

前
後
書
扶
有
之
候
間

　
　

よ
く
〳
〵
見
合
見
る
へ
し
、

（
104
頁
）

　
　
　
　
　
　
　

二
両
二
歩
壱
朱

　
　
　
　
　
　
　

八
〆
二
百
五
十

　
　
　
　
　
　
　

七
〆
百
五
十

（
105
頁
）　　

（
裏
表
紙
）

「　

信
刕
上
諏
方

　
　
　
　

上
原
郷
持
主

　
　
　
　

矢
嶋
甲
斐
正
藤
原
信
正
（
花
押
）」

（
106
頁
１
）（
裏
表
紙
中
に
あ
り
）

　
　

終
而
大
宮
江
御
出
御
宝
殿　
　
（
七
十
二
）

　
　

勤
有
、
終
而
ち
よ
く
し
殿
江　

　
　

御
上
り
、
御
造
栄
仕
飛
ニ
而　

　
　

神
㕝
有
之
、
其
神
㕝

　
　

茶
膳
神
酒
以
前
之
通
り

　
　

本
社
之
者
□
か
り
神
㕝

　
　

終
而
、
一
社
中
御
流
有
之

　
　

本
社
末
社
太
夫
、
八
乙
女
迠

　
　

終
而
、
御
神
前
御
勤
有

　
　

其
節
、
髙
神
子
屋
ニ
而　

打

　
　

は
や
し
有
、
夫
よ
り
前
宮

　
　
　
　
　
　
十
間
老
（
十
間
廊
）
ニ
而
、

　
　
江
、
御
越
し
弁
當
也
、
割
子

　
　
ニ
而
、
太
夫
、
神
子
、
八
乙
女
迠
頂
戴

　
　

弁
當
終
而
、
前
宮
へ
御
上
り

　
　

御
勤
有
之
、
終
而
、
三
月
祭

　
　
り
之
通
り
、
原
之
外
二
度
廻
り

　
　

終
而
、
亀
石
明
神
之
御
勤

　
　

有
、
安
国
寺
橋
ニ
而
、
夫
与
り

　
　

赤
田
江
御
下
り
、
土
手
ニ
而　

　
　

九
頭
井
明
神
ニ
御
勤
有
、

（
106
頁
２
）　　

「　

信
刕
上
諏
方

　
　
　
　

上
原
郷
持
主

　
　
　
　

矢
嶋
甲
斐
正
藤
原
信
正
（
花
押
）」



《
解
説
》

（
72
・
73
頁
）

五
十
三
、
祈
年
祭
祈
祷
の
事

弘
化
三
年
・
・
・
一
八
四
六

三
七
・
・
・「
し
め
（
注
連
・
七
五
三
）」
か
。「
し
め
」

な
ら
ば
神
域
な
ど
の
限
定
さ
れ
た
領
域
の
こ
と
か
。

神
楽
座
・
・
・
神
楽
を
奏
す
る
一
団
。
九
頭
井
太
夫
は
神

楽
役
な
の
で
、
神
楽
座
の
構
成
員
の
一
人
で
あ
る
。

御
湯
神
楽
・
・
・
湯
立
神
事
に
同
じ
。

御
造
栄
・
・
・
御
造
営
。

大
ぐ
ん
じ
ゆ
・
・
・
大
群
衆
。

冥
賀
・
・
・
冥
加
。

十
間
ろ
う
・
・
・
十
間
廊
。

本
項
で
述
べ
ら
れ
た
五
月
に
行
わ
れ
る
「
祈
年
祭
」
に

つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
こ
の
時
に
湯
神
楽
が
行
わ
れ
た
。

神
楽
座
が
神
楽
の
演
奏
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
九
頭

井
太
夫
も
そ
の
一
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
神
楽
に
関

わ
る
人
々
は
、
檀
中
か
ら
出
し
、
手
当
が
支
払
わ
れ
、
そ

の
手
当
の
出
所
は
、
上
社
造
営
費
用
か
ら
出
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

　
「
祈
年
祭
」
の
祈
祷
が
何
日
間
行
わ
れ
た
か
は
不
明
だ

が
、
数
日
間
湯
神
楽
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
角
力
、

か
ら
く
り
が
興
行
さ
れ
、三
十
三
文
の
見
学
料
を
徴
収
し
、

上
社
の
宝
物
や
諸
家
の
古
文
書
を
見
学
さ
せ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
お
り
、
神
事
だ
け
で
は
な
く
、
上
社
と
し
て
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
て
い
た
よ
う
だ
。

（
73
・
74
頁
）

五
十
四
、
埴
原
田
村
御
頭
の
事

弘
化
四
年　

・
・
・　

一
八
四
七

ぬ
さ
・
・
・
神
に
捧
げ
る
供
え
物
。
ま
た
、
秡
の
料
と
す 　

る
も
の
。
幣
帛
。
御
幣
。

武
紙
・
・
・
紙
の
種
類
だ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ

　

う
な
紙
な
の
か
は
不
明
。

　

埴
原
田
村
が
こ
の
年
に
御
頭
郷
に
な
り
、
一
月
五
日
に

御
頭
の
申
し
込
み
が
あ
り
、
鯖
二
本
を
役
人
が
持
参
し
、

十
二
日
に
境
締
め
の
神
事
が
行
わ
れ
、
北
大
塩
境
、
矢
ヶ

崎
境
で
行
わ
れ
た
。
同
日
に
埴
原
田
の
御
社
宮
司
社
で
祝

詞
が
上
げ
ら
れ
た
。
二
十
五
日
に
、
上
社
か
ら
か
、
村
方

清
浄
の
お
祓
い
が
行
わ
れ
、
二
十
八
日
に
は
御
祭
礼
精
進

御
祓
い
が
行
わ
れ
る
。

　

三
月
の
酉
の
祭
前
に
一
度
、
七
月
朔
日
の
御
作
田
神
事

で
一
度
勤
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
75
頁
）

五
十
五
、
御
作
田
祭
の
事

　

弘
化
四
年
七
月
一
日
に
、
五
十
四
で
述
べ
た
御
作
田
祭

が
行
わ
れ
、
こ
の
三
日
前
に
勤
送
り
が
行
わ
れ
た
。
御
作

田
神
事
は
上
社
、
下
社
と
も
、
六
月
晦
日
に
行
わ
れ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
七
月
朔
日
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で

あ
る
。

（
75
～
78
頁
）

五
十
六
、九
頭
井
太
夫
上
京
無
尽
の
事

無
尽
・
・
・
一
定
の
口
数
と
給
付
金
額
を
定
め
、
加
入
者

を
集
め
て
定
期
に
掛
け
金
を
払
い
込
ま
せ
、
抽
籤
や
入

札
に
よ
り
金
品
を
給
付
す
る
こ
と
。
頼
母
子
講
。

勧
化
金
・
・
・「
勧
化
」
は
寺
社
・
仏
像
な
ど
の
建
造
・

修
復
の
た
め
寄
付
を
集
め
る
こ
と
。
勧
進
。「
勧
化
金
」

は
寄
付
金
の
こ
と
か
。

　

弘
化
四
年
八
月
に
、
九
頭
井
太
夫
矢
島
信
房
が
上
京
を

願
い
出
て
い
た
が
、
そ
の
た
め
、
村
方
を
初
め
と
す
る
上

京
無
尽
を
行
っ
た
と
い
う
。「
当
役
古
役
」
は
、
昨
年
の

村
役
人
と
当
年
の
村
役
人
の
こ
と
か
。

　

上
京
無
尽
は
、
総
額
二
十
二
両
二
歩
と
し
て
、
そ
の
う

ち
半
分
の
十
一
両
一
分
を
上
原
村
に
掛
け
て
、他
半
分
は
、

「
連
衆
」
か
ら
用
立
て
て
貰
い
、他
は
寄
付
を
募
り
、ま
た
、

檀
那
へ
も
無
心
し
た
。

　

無
尽
に
協
力
し
た
人
々
は
、
上
原
村
、
塚
原
、
埴
原
田
、

新
井
村
田
邑
（
村
）
氏
子
、
普
門
寺
村
、
桑
原
村
、
坂
室

新
田
今
井
氏
子
、
鋳
物
師
屋
新
田
土
橋
氏
子
、
笹
原
新
田

関
氏
子
、
上
場
沢
新
田
今
井
氏
子
だ
っ
た
。
矢
島
信
房
が

出
発
し
た
の
は
弘
化
五
年
三
月
十
五
日
で
、
金
毘
羅
山
の

参
詣
を
し
、
大
阪
、
京
都
を
回
っ
て
四
月
五
日
に
帰
宅
し

た
と
の
こ
と
で
、
こ
の
上
京
は
、
金
毘
羅
参
詣
が
主
目
的

だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
年
の
三
月
は
二
十
九
日
ま
で
な
の

で
、
二
十
日
間
の
旅
行
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
関
連
史

料
に
「
上
京
ニ
付
勧
化
帳
」（
目
録
番
号
一
九
〇　

収
蔵
番

号
十
六
）
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
年
は
御
柱
年
の
は
ず
で
、
四
月
五
日
頃

は
御
柱
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
九
頭
井
太
夫

は
関
係
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
78
～
80
頁
）

五
十
七
、
京
都
吉
田
家

嘉
永
四
年
・
・
・
一
八
五
一
年

惣
者
・
・
・
奏
者
番
か

　

嘉
永
四
年
に
京
都
の
吉
田
神
道
か
ら
使
者
が
宮
田
渡
へ

来
て
、
神
道
裁
許
状
を
受
け
る
よ
う
に
と
強
く
言
っ
て
き

た
。
吉
田
神
道
に
つ
い
て
は
、（
８
・
10
・
14
）
で
神
道

裁
許
状
を
受
け
る
よ
う
に
諏
訪
社
に
迫
り
、
受
け
さ
せ
て

き
た
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
諏
訪
社
と
し
て
も
、
太
古

か
ら
裁
許
状
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
の
で
、
音
信
不
通
に

し
て
い
た
が
、
結
局
、
吉
田
家
側
が
江
戸
幕
府
の
寺
社
奉

行
所
に
訴
え
、
江
戸
町
奉
行
所
で
裁
判
と
な
っ
た
。
こ
の

時
に
、
か
な
り
の
費
用
の
か
か
る
裁
判
と
な
り
、
ま
た
、



三
年
も
か
か
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
時
の
諏
訪
高
島
藩
主
は
諏
訪
忠
誠
（
一
八
二
一

―
一
八
九
八
）
で
、
こ
の
記
事
か
ら
、
将
軍
に
謁
見
す

る
大
名
の
取
次
な
ど
を
す
る
奏
者
番
を
勤
め
て
お
り
、

忠
誠
の
配
慮
に
よ
り
、
吉
田
家
の
神
道
裁
許
状
を
受
け

な
い
よ
う
、
諏
訪
社
へ
命
じ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
80
～
82
頁
）

五
十
八
、
勅
願
祈
祷
の
事

勅
願
・
・
・
勅
令
に
よ
る
祈
願
・
天
皇
の
祈
願
。

阿
め
里
加
・
・
・
ア
メ
リ
カ
。

具
・
・
・
衣
服
・
器
具
な
ど
を
数
え
る
の
に
用
い
る
語
。

　

そ
ろ
い
。

土
橋
力
・
・
・
土
橋
主
税
。
大
祝
家
政
所
。
土
橋
實
盈
か
。

伊
東
主
膳
・
・
・
伊
藤
主
膳
貞
章
。
擬
祝
。

　

嘉
永
六
年
十
二
月
（
一
八
五
三
）
に
、
朝
廷
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
が
来
航
し
た
と
の
事
で
、
諏
方
大
明
神
へ
も

祈
祷
を
す
る
よ
う
に
と
、
勅
願
が
出
さ
れ
、
十
二
月

二
十
一
日
の
午
前
十
か
ら
祈
祷
が
開
始
さ
れ
た
。「
一
七
」

日
間
、
諏
訪
上
下
社
で
祈
祷
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
三
月

二
十
一
日
か
ら
も
祈
祷
が
行
わ
れ
、
祈
祷
が
終
わ
り
、

二
十
八
日
に
は
京
都
へ
御
守
を
献
上
す
る
た
め
に
、
大

祝
名
代
土
橋
力
（
主
税
）
と
、
社
中
惣
代
伊
藤
主
膳
が

上
京
し
た
。「
一
七
」
は
、
七
日
間
と
い
う
意
味
か
。

　

五
月
十
一
日
か
ら
、
ま
た
勅
願
の
祈
祷
令
が
行
わ
れ

た
。
こ
れ
は
天
下
太
平
、
国
土
安
全
の
祈
祷
だ
っ
た
。

　

嘉
永
八
年
（
一
八
五
五
）
十
一
月
四
日
に
安
政
の
大

地
震
が
起
こ
り
、
信
濃
国
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ

た
よ
う
だ
が
、
大
地
震
と
津
波
で
人
が
多
く
死
に
、
家

も
多
く
失
い
、
世
情
は
大
騒
ぎ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
十
一
月
二
十
七
日
に
安

政
元
年
に
改
元
さ
れ
、
安
政
二
年
二
月
二
日
に
、
ま
た
、

勅
願
が
出
さ
れ
、
二
日
か
ら
祈
祷
を
行
い
、
朝
廷
に
飛

脚
で
御
守
を
献
上
し
た
。

　

ペ
リ
ー
来
航
に
つ
い
て
の
勅
願
は
、
守
矢
文
書
に
そ

の
写
し
が
あ
る
（
守
矢
文
書
一
〇
六
九
）。

（
82
～
84
頁
）

五
十
九
、
上
原
村
御
頭
の
事

鹿
人
・
・
・「
ろ
く
び
と
」　

こ
の
時
の
鹿
人
は
金
井
友

作
と
考
え
ら
れ
る
。
諏
訪
上
社
の
祭
祀
に
携
わ
っ
て

そ
の
饗
膳
を
調
理
す
る
役
目
だ
っ
た
（
伊
藤
冨
雄　

一
九
五
九
）。　

安
政
二
年（
一
八
五
六
）に
上
原
村
が
御
頭
郷
に
な
り
、

正
月
十
一
日
に
御
社
宮
司
社
で
殿
入
が
あ
り
、
九
頭
井

社
の
宝
殿
へ
お
祝
い
を
申
し
た
。
二
月
十
日
に
御
精
進

入
が
行
わ
れ
、
毎
日
の
人
足
が
二
人
だ
っ
た
。
御
頭
屋

前
の
「
七
五
三
」
の
内
で
大
祝
を
出
迎
え
、座
順
は
鹿
人
・

茅
野
式
部
太
夫
・
九
頭
井
太
夫
、
左
近
太
夫
だ
っ
た
。

御
頭
郷
に
差
定
さ
れ
る
と
、
御
頭
郷
か
ら
諏
訪
上
社

へ
申
し
込
み
を
し
、
一
月
十
一
日
に
御
社
宮
司
社
に
殿

入
を
行
い
、
九
頭
井
社
に
祝
い
を
申
し
上
げ
、
二
月
十

日
に
御
精
進
入
を
行
う
流
れ
だ
っ
た
。

御
頭
郷
の
役
人
が
名
主
以
下
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
「
御
頭
屋
牢
之
役
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
宰

主
之
番
」
と
も
読
め
る
が
、「
宰
主
」
が
不
明
で
あ
り
、

番
を
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
御
頭
屋
牢
之
役
」
の
可

能
性
が
高
い
。「
御
頭
屋
牢
之
役
」
だ
と
す
れ
ば
、
御
頭

屋
そ
の
も
の
か
、
付
属
施
設
か
に
牢
屋
構
造
の
施
設
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
中
に
、「
神
使
様
」
を
閉

じ
込
め
て
お
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
84
～
86
頁
）

六
十
、「
三
日
こ
ろ
り
」
流
行
の
事

御
池
・
・
・
九
頭
井
の
池

消
息
・
・
・
不
明
。
柄
杓
に
付
け
る
飾
り
の
こ
と
か
。

銅
・
・
・
銭
の
こ
と
か
。

津
嶋
神
社
・
・
・
愛
知
県
津
島
市　

疫
病
・
厄
難
災
除

　

け
の
神
徳
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

上
下
・
・
・
裃

羽
折
・
・
・
羽
織

　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
日
本
国
中
で
悪
病
が
大

流
行
し
、
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
っ
た
。
甲
斐
国
は
特

に
ひ
ど
く
、
悪
病
を
祓
う
た
め
に
人
々
は
日
々
裸
で
幟

を
立
て
て
、
昼
夜
を
問
わ
ず
、
諏
訪
神
社
へ
参
詣
し
、

大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
諏
訪
郡
の
病
気
流
行
は
大
し
た
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
非
常
な
騒
ぎ
と
な
っ
た
。

こ
の
病
は
「
三
日
こ
ろ
り
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
こ

れ
は
、
コ
レ
ラ
の
こ
と
で
あ
り
、
安
政
七
年
ま
で
大
流

行
し
た
。
コ
レ
ラ
流
行
に
関
し
て
、
九
頭
井
社
で
も
祈

祷
を
行
い
、
上
原
村
内
に
札
を
か
け
、
役
場
か
ら
お
札

と
し
て
二
両
を
貰
い
、
九
頭
井
の
池
の
水
を
頂
戴
す
れ

ば
、
病
気
に
な
ら
な
い
と
言
い
、
こ
れ
を
販
売
し
た
と

こ
ろ
、
一
貫
七
百
文
と
な
る
。
こ
こ
に
「
役
場
」
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
十
二
に
「
村
役
所
」
と
あ
り
、
上
原

村
に
「
役
所
」
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
名
主
の
家
の
こ

と
か
。

津
嶋
神
社
へ
村
人
が
代
参
に
行
き
、
ま
た
、
諏
訪
神

社
へ
幣
を
頂
戴
し
た
。「
三
日
こ
ろ
り
」
の
騒
ぎ
は
、
八

月
か
ら
九
月
末
に
か
け
て
鎮
静
化
し
た
。

（
86
～
88
頁
）

六
十
一
、
茅
野
但
馬
、
茅
野
式
部
と
日
影
五
ヶ
村
の
檀

中
を
巡
　
り
訴
訟
の
事

天
保
甲
午
・
・
・
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

日
影
五
ヶ
村
・
・
・
該
当
す
る
村
に
つ
い
て
記
さ
れ
た

史
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、
鮎
沢
村
と



駒
沢
村
・
橋
原
村
の
三
ヶ
村
の
天
竜
川
東
岸
の
村
々

は
確
実
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
、
芝
平
・
花
岡
が

入
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
駒
沢
・
橋
原
・

芝
平
は
現
在
の
川
岸
東
、
花
岡
は
岡
谷
市
湊
一
・
二
丁

目
。

鮎
沢
村
・
・
・
岡
谷
市
川
岸
東
三
丁
目　

鮎
沢
区
。

但
馬
・
・
・
茅
野
但
馬
・
上
社
神
楽
役　

源
太
夫
家

多
中
・
・
・
田
中
か　

諏
訪
下
社
社
家　

不
明

　

天
保
五
年
に
、
日
影
五
ヶ
村
で
騒
ぎ
が
あ
っ
た
。
日

影
五
ヶ
村
は
茅
野
但
馬
の
檀
中
で
、
十
二
、三
年
間
湯
立

神
事
を
行
っ
て
き
た
が
、
鮎
沢
村
か
ら
茅
野
式
部
で
湯

立
を
行
い
た
い
と
願
い
出
て
、
二
・
三
年
式
部
が
勤
め
、

式
部
檀
中
と
申
し
立
て
て
い
た
。

　

天
保
五
年
に
異
論
が
出
て
、
大
祝
へ
願
い
出
た
と
こ

ろ
、
但
馬
、
式
部
持
と
い
う
こ
と
は
申
す
こ
と
は
許
さ

れ
ず
、
神
楽
役
一
統
持
と
し
て
湯
立
て
を
行
う
よ
う
採

定
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
安
政
六
年
（
一
七
五
九
）
春
に
、
下
社
の

社
家
「
多
中
」
と
言
う
者
に
、
金
十
二
両
を
預
け
て
、

一
年
間
多
中
が
勤
め
て
い
た
。
安
政
七
年
に
上
社
神
楽

役
一
統
が
、
大
祝
に
訴
え
出
て
、
多
中
の
神
事
執
行
を

差
し
止
め
る
よ
う
に
願
い
出
た
が
、
多
中
と
式
部
が
、

郡
奉
行
所
に
訴
え
出
て
、
結
局
但
馬
の
持
場
と
さ
れ
、

今
後
争
う
事
を
厳
し
く
禁
ぜ
ら
れ
た
。

（
88
～
90
頁
）

六
十
二
、九
頭
井
社
宝
殿
修
覆
の
事

山
口
兵
衛
・
・
・
御
炊
職
・
宮
奉
行
代
官
。（
守
矢
文
書

　

文
書
番
号
九
七
三
）

笠
原
忠
七
・
・
・
笠
原
忠
吾
と
い
う
上
社
の
役
人
が
い

る
が
、　　

関
係
者
か
。

地
ふ
く
・
・
・
地
輻
・
地
覆
・
地
伏
。
門
や
高
欄
の
最

下
部
に
取
り
付
け
る
横
材
（
な
げ
し
）。

ま
な
ご
・
・
・
砂
、
真
砂
。
砂
の
細
か
い
も
の
。

疊
し
ら
す
干
・
・
・
畳
鰯
、
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
の
稚
魚

を
板
状　

に
干
し
た
物

　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
九
月
に
九
頭
井
社
宝
殿
が

破
損
し
、上
社
か
ら
調
査
が
あ
っ
た
。調
査
に
来
た
の
は
、

山
口
兵
衛
、
原
五
左
衛
門
、
笠
原
忠
七
の
三
人
だ
っ
た
。

村
か
ら
は
村
役
人
と
世
話
人
が
出
て
、
九
頭
井
太
夫
邸

で
馳
走
が
あ
っ
た
。

　

村
中
で
出
払
い
が
あ
り
、
宝
殿
の
位
置
を
一
尺
五
寸

（
約
46
㎝
）
嵩
上
げ
し
、「
殿
入
祭
」
が
行
わ
れ
た
。

　

四
十
六
で
「
宝
前
」
の
建
替
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ

る
が
、「
宝
殿
」
と
同
じ
建
物
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
違
う

建
物
だ
と
す
れ
ば
、
宝
殿
の
前
方
に
「
宝
前
」
と
い
う

建
物
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
の
記
述
で
は
、
宝
殿
の
下
を
嵩
上
げ
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
水
害
に
で
も
遭
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

（
90
～
91
頁
）

六
十
三
、
御
柱
と
殿
入
の
事

　

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
は
寅
年
で
、
御
柱
と
殿
入

が
行
わ
れ
た
。
殿
入
が
行
わ
れ
た
神
社
は
、
九
頭
井
社
・

千
鹿
頭
宮
、
八
幡
社
、
秋
葉
社
、
藤
塚
社
、
津
嶋
社
、

豊
川
社
、
御
桑
社
、
雷
神
社
の
九
社
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
に
供
物
が
供
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
年
は
不
作
だ

っ
た
の
で
、
金
銭
で
受
け
取
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
購
入
し

た
よ
う
だ
。

（
92
頁
）

六
十
四
、
湯
立
神
事
に
つ
き
、
勧
請
の
事

芹
ヶ
沢
・
・
・
茅
野
市
北
山
芹
ヶ
沢
区
。　

桜
大
明
神
・
・
不
明
（
茅
野
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
〇
）

大
川
端
崩
上
・
・
・
不
明
。
湯
川
の
音
無
川
沿
い
に

崩
橋
と
い
う
地
名
が
あ
る
（
茅
野
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
〇
）

普
門
寺
・
・
・
諏
訪
市
四
賀
普
門
寺
区
。（『
四
賀
村
誌
』）

屋
敷
北
の
角
引
・
・
・
不
明
。
寺
屋
敷
、
角
道
下

通
と
い
う
地
名
が
あ
る
。（
諏
訪
市
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
六
）

塚
原
村
稲
荷
大
明
神
・
・
・
不
明
。

　

慶
応
二
年
十
一
月
十
二
日
に
湯
立
神
事
の
た
め
、
芹

ヶ
沢
の
桜
大
明
神
の
勧
請
が
行
わ
れ
た
。
慶
応
三
年
正

月
十
一
日
に
は
、
普
門
寺
村
三
人
組
の
津
島
牛
頭
大
王
・

石
尊
神
社
、
慶
応
三
年
五
月
二
十
八
日
に
は
塚
原
村
稲

荷
大
明
神
が
行
わ
れ
た
。

　

稲
荷
大
明
神
の
項
に
「
天
和
二
（
一
六
八
二
）
八
月
日
」

と
あ
る
の
は
、神
社
自
体
が
勧
請
さ
れ
た
年
か
。そ
し
て
、

「
前
月
、
正
月
、
二
月
初
午
、
二
百
十
日
」
と
あ
る
の
は
、

こ
の
時
に
も
殿
入
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
。

（
92
～
93
頁
）

六
十
五
、
朝
廷
の
諸
社
御
改
の
事

植
原
田
村
・
・
・
埴
原
田
村
。
現
茅
野
市
米
沢
埴
原
田
区
。

戸
帳
・
・
・
戸
長
の
こ
と
か
。
明
治
初
期
の
戸
籍
吏
、

の
ち
行
政
吏
。
明
治
四
年
（
一
九
七
一
）
戸
籍
法
で
、

戸
籍
区
画
を
お
き
、
そ
の
吏
員
と
し
て
戸
長
を
設
け
、

明
治
五
年
に
旧
来
の
名
主
・
年
寄
を
戸
長
、
副
戸
長

と
し
て
地
方
行
政
の
末
端
の
担
当
者
と
し
た
。
さ
ら

に
大
区
・
小
区
制
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
戸
長
は
町
村

を
管
轄
す
る
長
と
な
っ
た
。
明
治
二
十
二
年
市
町
村

制
で
廃
止
さ
れ
た
。

御
社
宮
子
神
・
・
・
御
左
口
神
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
で
は
建
御
名
方
命
の
御
子
と
し
て
い
る
。
建
御



名
方
命
の
御
子
神
は
十
三
柱
と
も
二
十
二
柱
と
も
い

わ
れ
る
。
十
三
柱
の
名
前
に
つ
い
て
も
神
社
に
よ
り

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
定
ま
っ
て
い
な
い
。

思
イ
兼
命
・
・
・
思
兼
命
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

に
登
場
す
る
神
。
思
金
神
・
八
意
思
兼
神
と
も
書
く
。

数
多
く
の
人
々
の
知
恵
と
思
慮
を
一
人
で
兼
ね
も
つ

ほ
ど
知
謀
に
た
け
た
神
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

洩
矢
大
神
・
・
・
神
長
官
守
矢
氏
の
祖
先
神
と
さ
れ
る
神
。

八
縣
・
・
・
古
代
の
諏
訪
神
社
も
神
役
を
勤
め
る
単
位
か
。

松
沢
義
章
の『
洲
羽
国
考
』で
内
県（
諏
訪
）、外
県（
伊

那
）、大
県
（
佐
久
）、小
県
（
小
県
）
と
し
て
い
る
が
、

伊
藤
冨
雄
は
内
県
（
諏
訪
）、
外
県
（
上
伊
那
北
部
）、

大
県
（
下
伊
那
・
東
筑
摩
・
南
安
曇
・
小
県
・
北
佐
久
・

上
高
井
・
埴
科
の
神
氏
族
の
占
拠
地
と
し
て
い
る
（
伊

藤
冨
雄　

一
九
七
九
）。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
県
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
二
月
に
、
朝
廷
か
ら
諸
国

へ
御
触
れ
が
廻
り
、諸
社
御
改
が
命
じ
ら
れ
た
。こ
れ
は
、

社
号
・
神
号
の
調
査
だ
っ
た
。
し
か
し
、
埴
原
田
村
産

土
宮
の
千
鹿
頭
社
の
「
尊
号
」（
神
名
か
）
が
不
明
だ
っ

た
。
こ
の
た
め
、
埴
原
田
村
の
役
人
が
、
九
頭
井
太
夫

に
尋
ね
に
来
た
。

　

祭
神
は
宇
田
津
神
の
御
子
の
思
イ
兼
命（
思
兼
神
）で
、

千
鹿
頭
神
と
も
千
鹿
頭
尊
と
も
い
う
。
建
御
名
方
尊
と

と
も
に
狩
を
し
、
千
頭
を
狩
っ
て
頭
を
並
べ
て
、
こ
れ

を
祝
っ
て
、
御
子
の
名
を
千
鹿
頭
神
と
名
付
け
た
。　

洩
矢
大
神
と
宇
田
津
神
と
千
鹿
頭
神
の
記
述
の
関
係
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
「
御
社
宮
子
大
神
」
は
、
建
御
名
方
神
の
御
子
で
、
信

濃
国
で
は
「
八
ッ
縣
」
と
い
う
。
こ
の
「
八
ッ
縣
」
を

諏
訪
へ
引
い
て
、
十
六
頭
の
祭
神
と
十
二
神
を
ま
つ
り
、

こ
れ
が
諏
訪
上
下
社
の
「
御
社
宮
子
大
神
」
で
、
伊
豆

早
雄
尊
が
第
一
の
御
子
神
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
埴
原

田
村
の
御
社
宮
子
様
に
書
き
上
げ
た
。

　

こ
の
時
に
作
製
さ
れ
た
埴
原
田
村
の
神
社
に
つ
い
て

の
由
来
書
は
、「
由
来
書
」（
目
録
番
号
一
九
七　

収
蔵

番
号　

一
九
八
）
が
あ
る
。

　

な
お
、
本
項
の
社
号
神
号
調
査
の
背
景
に
は
、
明
治

政
府
に
よ
る
以
下
の
よ
う
な
神
道
の
国
家
宗
教
化
政
策

の
経
緯
が
あ
る
。本
文
書
の
調
査
は
時
期
か
ら
し
て（
１
）

に
骸
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

［
経
緯
］

　

維
新
後
明
治
政
府
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
閏

四
月
二
十
一
日
神
祇
官
を
設
置
し
た（
神
祇
省［
明
治
四
］

→
教
部
省
［
明
治
五
］
→
内
務
省
社
寺
局
［
明
治
十
］）。

そ
し
て
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
月
三
日
に
大
教
宣

布
の
詔
を
公
布
し
、
天
皇
に
神
格
を
与
え
神
道
を
国
教

と
定
め
て
、
日
本
を
農
政
一
致
の
国
家
と
す
る
国
家
方

針
を
示
し
た
。

　

こ
れ
ら
に
施
策
に
前
後
し
て
政
府
は
全
国
の
「
神

社
」
の
実
態
を
つ
か
む
た
め
次
々
と
以
下
の
よ
う
な
神

社
調
査
を
行
っ
て
い
る
（
明
治
四
年
以
降
も
あ
る
が
こ

こ
で
は
省
略
）（
櫻
井
治
夫　

一
九
九
四
・
坂
本
是
丸　

一
九
八
三
）。

（
１
）
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
二
十
八
日
：
仏
語

　
　

を
も
っ
て
神
号
と
し
て
い
る
神
社
の
由
緒
と
報
告

（
２
）
慶
応
四
年
五
月
九
日
：
伊
勢
神
宮
・
大
社
・
勅
祭

　
　

社
を
神
武
官
支
配
、
そ
れ
以
外
（
諏
訪
大
社
、
九

　
　

頭
井
神
社
な
ど
）
は
府
藩
県
支
配
と
す
る

（
３
）
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
十
二
月
二
十
日
：
諸
国

　
　

大
小
神
職
の
継
目
順
序
及
び
式
内
大
小
神
社
（
諏

　
　

訪
大
社
）・
式
外
大
・
社
・
府
藩
県
崇
敬
の
神
社
（
九

　
　

頭
井
神
社
㕝
）
の
調
査
と
報
告

（
４
）
明
治
二
年
六
月
十
日
）：
神
職
継
目
出
願
及
び
「
延

　
　

喜
式
神
名
帳
」
所
載
神
社
の
調
査
と
報
告
。

（
５
）
明
治
三
年
二
月
二
十
九
日
：
式
内
外
社
取
調
べ
。

　
　

官
幣
神
社
の
分
を
同
年
九
月
ま
で
に
神
祇
官
へ
提

　
　

出
。『
式
社
崇
敬
社
調
書
』

（
６
）
明
治
三
年
閏
十
月
二
十
八
日
：
大
小
神
社
調
査　

　
　
（
十
六
項
目
）。『
大
小
神
社
取
調
書
』

（
94
頁
）

六
十
六
、
明
治
四
年
の
人
別
改
の
事

神
祇
官
・
・
・
明
治
初
期
の
神
祇
・
祭
祀
等
を
所
管
す

る
す
る
中
央
官
庁
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
閏
四

月
に
政
体
書
で
設
置
。
明
治
二
年（
一
九
六
九
）七
月
、

版
籍
奉
還
に
伴
う
官
制
改
革
で
太
政
官
の
上
位
に
立

ち
、長
官
を
伯
と
し
た
。
明
治
四
年（
一
九
七
一
）八
月
、

廃
藩
置
県
に
伴
う
官
制
改
革
で
神
祇
省
と
な
っ
た
。

巳
年
・
・
・
明
治
二
年

未
年
・
・
・
明
治
四
年

矢
島
主
水
・
・
・
矢
島
信
房

矢
島
庫
・
・
・
矢
島
信
智

矢
島
茂
登
・
・
・
矢
島
信
智
の
子
。

八
彦
社
・
・
・
弥
彦
神
社
。
上
伊
那
郡
辰
野
町
の
弥
彦

　

神
社
の
こ
と
か
。

　

明
治
二
年
に
、
神
社
の
人
々
は
、
神
祇
官
で
戸
籍
を

管
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
戸
籍
に
関
す
る
書
類
を
提
出

し
て
い
た
が
、
明
治
四
年
に
な
り
布
告
が
出
た
。
五
ヶ

村
、十
ヶ
村
に
一
人
選
ば
れ
る
「
戸
帳
」
と
い
う
役
人
が
、

高
島
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
、
人
別
改
が
行
わ
れ
、
家
別
で

書
類
を
提
出
し
た
。

　

こ
の
時
の
矢
島
家
は
、
矢
嶋
主
水
と
妻
た
せ
、
主
水

子
の
矢
島
庫
、
妻
ぬ
い
、
長
男
矢
島
茂
登
の
五
人
だ
っ



た
。
矢
島
主
水
の
妻
は
、
九
頭
井
太
夫
同
役
、
神
楽
役

の
籬
太
夫
増
澤
数
馬
の
娘
、
矢
島
庫
の
妻
は
、
伊
那
郡

八
彦
社（
弥
彦
社
）の
金
沢
右
近
の
四
女
と
い
う
こ
と
で
、

神
社
の
関
係
者
を
妻
に
し
て
い
る
。

　

本
史
料
に
関
す
る
関
連
史
料
に
、「
一
札
」（
目
録
番

号
六
六
・
六
七　

収
蔵
番
号
三
二
八
・
三
三
二
）
が
あ
る
。

（
95
～

100
頁
）

六
十
七
、
御
一
新
改
正
の
布
告
の
控
の
事

諏
訪
従
四
位
殿
隠
居
・
・
・
諏
訪
忠
誠
（
一
八
二
一
―

　

一
八
九

　

八
）

諏
訪
左
源
太
・
・
・
埴
原
諏
訪
家
、
諏
訪
頼
威
（
第
八

代
高
島
藩
主　

諏
訪
忠
恕
の
三
男
・
忠
誠
弟
）。
忠
礼

の
実
父
。

養
子
同
苗
従
五
位
・
・
・
諏
訪
忠
礼
（
一
八
五
三
―

一
八
七
八
）

西
御
殿
・
東
御
殿
・
・
・
高
島
城
に
あ
る
藩
主
諏
訪
氏

　

の
御
殿
。

茅
野
兵
三
郎
頼
済
・
・
・
不
明
。

三
輪
五
郎
右
衛
門
・
・
・
知
行
。
藩
の
役
職
を
務
め
、

和
田
峠
の
合
戦
で
は
戦
功
を
挙
げ
る
。
明
治
二
年
に

伊
那
県
へ
出
府
し
、
大
属
監
察
掛
と
な
る
。

濱
順
左
衛
門
・
・
・
不
明
。

千
野
十
郎
兵
衛
・
・
・
方
義
。
検
地
奉
行
、
郡
奉
行
川

除
道
橋
御
林
方
、
御
判
物
御
朱
印
御
取
調
御
用
掛
、

和
宮
様
御
下
向
御
用
掛
、
御
旗
奉
行
、
御
側
用
人
兼

帯
御
相
伴
な
ど
を
歴
任
し
、
新
政
府
に
な
り
伊
那
県

知
事
重
役
、
郡
宰
な
ど
を
務
め
、
明
治
二
年
に
諏
訪

家
の
家
令
と
な
っ
た
。

・
諸
藩
大
名
の
石
高
を
十
分
の
一
の
知
行
に
し
、
城
主

を
知
事
と
し
た
。
高
島
藩
は
三
万
石
な
の
で
、
三
千

石
と
な
り
、
諏
訪
忠
礼
が
知
事
だ
っ
た
が
、
明
治
四

年
七
月
十
日
に
新
政
府
の
命
令
で
罷
免
さ
れ
、
東
京

詰
と
な
り
、
知
行
は
三
百
石
と
な
っ
た
。

・
明
治
四
年
七
月
二
十
一
日
に
諸
藩
の
家
臣
た
ち
は
、　

　

君
臣
の
関
係
が
失
効
し
て
、
暇
が
出
た
。
こ
の
時
、　

　

西
御
殿
に
あ
る
も
の
の
払
い
下
げ
が
二
十
五
・
六
日
に

　

行
わ
れ
た
。
ま
た
、
東
御
殿
の
も
の
も
、
払
い
下
げ

　

ら
れ
た
。

・
明
治
四
年
六
月
、
神
祇
官
か
ら
触
書
が
あ
り
、
諏
訪

社
は
国
幣
中
社
と
な
っ
た
。
ま
た
、
従
来
か
ら
の
社

人
は
廃
止
さ
れ
、
士
・
卒
・
農
の
い
ず
れ
か
に
返
籍

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
事
等
は
追
々
改
正
す
る
こ

と
に
し
、
明
治
五
年
か
ら
は
、
官
祭
に
す
る
と
い
う
。

ま
た
、
人
選
は
東
京
の
「
官
兵
」
に
相
談
す
る
よ
う

に
と
の
事
だ
っ
た
。

・
旧
禄
高
を
調
査
し
て
、
明
治
四
年
十
一
月
二
十
三
日

　

ま
で
に
提　

出
す
る
よ
う
に
触
書
が
あ
っ
た
。

・
明
治
四
年
に
知
事
職
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
諏
訪
家

は
東
京
へ
移
る
事
に
な
り
、
高
島
城
内
の
雑
物
を
売

り
払
う
事
に
な
っ
た
。
九
月
十
三
日
に
東
京
へ
出
発

し
た
。
こ
れ
ま
で
、
城
内
で
「
湯
立
」
が
行
わ
れ
て

い
た
が
、
九
月
分
だ
け
行
い
、
こ
れ
以
降
は
廃
止
と

な
っ
た
。
十
一
月
か
ら
は
上
社
本
宮
で
行
う
事
に
な

っ
た
。

・
十
月
十
一
日
に
、
社
地
坪
数
、
社
木
数
、
社
木
代
金

の
調
査
を
行
う
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。
郡
司
方
の
奉

行　

三
輪
五
郎
右
衛
門
が
来
て
、
矢
島
信
智
が
立
ち

合
っ
て
、
九
頭
井
神
社
の
調
査
が
行
わ
れ
た
。

・
十
月
十
九
日
、
高
島
県
か
ら
、
神
職
の
知
行
に
関
す

る
規
則
が
決
定
し
た
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま

で
の
知
行
の
半
分
に
な
り
、
大
祝
百
四
十
俵
、
長
官

（
神
長
官
）
二
十
二
俵
、
そ
の
他
、
両
奉
行
、
元
神
宮

寺
僧
侶
ま
で
は
十
俵
か
十
二
俵
で
、
大
祝
家
政
所
の

土
橋
傳
吾
ま
で
は
月
割
り
、
そ
の
外
、
小
社
人
分
は
、

明
治
五
年
三
月
に
、
一
度
に
渡
す
と
言
う
こ
と
に
な

っ
た
。（
98
・
99
頁
）

・
諏
訪
上
下
社
に
、
東
京
の
神
祇
官
か
ら
、
高
島
県
へ

連
絡
が
あ
り
、
官
幣
社
・
国
幣
社
へ
御
幣
物
を
送
る

と
い
う
こ
と
で
、
地
方
官
官
族　

濱
順
左
衛
門
が
預

か
る
こ
と
に
な
り
、
十
月
二
十
二
日
に
到
着
し
た
。

（
98
・
99
頁
）

・
十
月
二
十
九
日
に
高
島
小
三
事
（
小
参
事
）
千
野
十

郎
兵
衛
が
東
京
へ
出
発
し
た
。
こ
れ
は
、
大
宮
司
、

役
人
官
や
様
々
な
定
が
出
さ
れ
、
東
京
に
来
る
よ
う

に
命
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る

（
99
・

100
頁
）

布
告
に
関
す
る
関
連
史
料
に
、「
布
告
写
」（
目
録
番

号
二
〇
六
収
蔵
番
号　

二
五
六
）、「
御
布
告
書
冩
」（
目

録
番
号
一
一
六　

収
蔵
番
号　

二
六
三
）
が
あ
る
。

ま
た
、
神
楽
役
の
禄
高
に
は
、「
神
楽
役
之
者
家
禄
仕

訳
書
」（
目
録
番
号
三
四　

収
蔵
番
号
二
）
が
あ
る
。
九

頭
井
神
社
の
坪
数
な
ど
の
調
査
は
、
明
治
四
年
以
降
も

行
わ
れ
、
関
連
す
る
史
料
に
は
、
明
治
七
年
「
縣
廳
江

社
地
坪
數
書
出
冩
」（
目
録
番
号
三
四
七　

収
蔵
番
号　

一
五
三
）
が
あ
る
。

（
100
頁
）

六
十
八
、
宝
蔵
建
替
の
事

　
　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
宝
蔵
を
建
て
替
え
る

に
あ
た
り
、
新
体
制
と
な
り
、
地
方
官
で
造
営
を
行

う
こ
と
と
な
っ
た
。
材
木
や
費
用
は
御
林
か
ら
た
く

さ
ん
出
た
。
宝
蔵
建
て
替
え
に
つ
い
て
は
、
十
一
月

か
ら
始
ま
っ
た
。



　
「
宝
蔵
」
は
、御
柱
年
ご
と
に
建
て
替
え
ら
れ
る
「
宝

殿
」
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

(
101
～

102
頁)

六
十
九
、
御
幣
奉
納
の
事

　

十
一
月
十
七
日
に
、
朝
廷
か
ら
御
幣
の
奉
納
が
あ
り
、

国
幣
社
、
奉
幣
社
で
神
事
が
行
わ
れ
、
国
幣
中
社
で
あ
る

諏
訪
神
社
で
も
奉
納
が
あ
り
、
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
本
項

で
は
、
儀
式
の
手
順
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
102
～

103
頁
）

七
十
、
大
嘗
会
祭
典
の
事

　

102
頁
か
ら

103
頁
に
か
け
て
は
、
横
帳
の
後
側
か
ら
記
さ

れ
て
お
り
、
上
下
逆
に
な
っ
て
い
る
。

　

十
一
月
十
八
日
に
、
高
島
県
か
ら
、
神
祇
官
よ
り
大
嘗

会
を
執
行
す
る
旨
の
告
諭
が
あ
っ
た
。
そ
の
告
諭
が
記
さ

れ
て
い
る
。

七
十
一
、
大
宮
番
始
ま
る
の
事

　
　

天
皇
の
御
幣
物
を
奉
納
す
る
に
つ
い
て
、
大
宮
番
が

社
人
に
よ
り
十
七
日
夜
か
ら
始
ま
っ
た
。
大
祝
が
幼
少
な

の
で
、
当
分
の
間
は
番
が
な
く
、
五
官
祝
と
新
し
い
社
人

が
一
日
一
夜
ず
つ
番
を
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

七
十
二
、十
三
所
参
の
事
か

割
子
・
・
・
わ
り
ご　

１ 

ヒ
ノ
キ
の
白
木
の
薄
板
で
折

り
箱
の 

よ
う
に
作
り
、
中
に
仕
切
り
を
設
け
、
か
ぶ

せ
蓋
（
ぶ
た
）
に
し
た
容
器
。
弁
当
箱
と
し
て
用
い
た
。

２ 

１
に
入
れ
た
携
帯
用
の
食
物
。
弁
当
。

十
間
老
・
・
・
十
間
廊　

　

こ
の
記
事
の
あ
る
頁
は
、
裏
表
紙
と
と
も
に
綴
じ
ら
れ

て
お
り
、
折
紙
の
片
面
は
十
三
所
参
と
思
わ
れ
る
記
事
が

あ
り
、
他
の
片
面
は
、
裏
表
紙
と
同
じ
く
「
信
刕
上
諏
方

　

上
原
郷
持
主　

矢
嶋
甲
斐
正
藤
原
信
正
（
花
押
）」
と

あ
り
、
最
初
の
裏
表
紙
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
帳

面
の
裏
表
紙
だ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

内
容
は
、「
造
営
」
に
関
す
る
神
事
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

お
わ
り
に

　

上
下
二
回
に
分
け
て
「
万
代
家
職
覚
帳
」
に
つ
い
て
掲

載
し
た
。
九
頭
井
神
社
・
九
頭
井
太
夫
を
廻
る
約
八
十
年

間
の
記
録
を
解
読
し
て
き
た
が
、
難
解
な
記
述
も
あ
り
、

完
全
な
解
読
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
古
文
書
研
究
会
で
読

み
進
め
て
き
た
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

末
尾
に
「
万
代
家
職
覚
帳
」
に
関
連
す
る
古
文
書
を
掲

載
し
た
。
こ
れ
も
、
大
部
分
は
古
文
書
研
究
会
で
解
読
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
を
掲
載
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ま
た
、
機
会
が
あ
れ
ば
何
ら
か
の

形
で
発
表
し
た
い
。

　

最
後
に
、
旧
九
頭
井
太
夫
矢
島
家
の
故
矢
島
邦
信
氏
、

牛
尼
敬
子
氏
、
大
戸
ゆ
き
え
氏
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ

り
、
古
文
書
と
古
記
録
の
解
読
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
平
成
二
十
八
年
度
に
、
矢
島
家
の
皆
様
の
ご
理
解

に
よ
り
、
当
館
に
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

古
文
書
研
究
会　

会
員
名
簿

伊
藤
博
夫　
　

岩
波
吉
春　
　

片
山
庄
次　
　

小
平
正
八

田
中　

巌　
　

茅
野
信
一　
　

原　

寿
樹　
　

平
林
太
尾

細
田
岩
信　
　

宮
坂
嘉
幸　
　

山
田　

昇

柳
川
英
司
（
八
ヶ
岳
総
合
博
物
館　

学
芸
員
）

協
力

牛
尼
敬
子　

大
戸
ゆ
き
え　

矢
島　

斎　

矢
島
邦
信

矢
島
優
貴　

諏
訪
市
博
物
館



【
参
考
資
料
】

　

特
に
明
記
し
て
い
な
い
目
録
番
号
・
収
蔵
番
号
は
、
九
頭
井
太
夫
矢
島
家
文
書
の
も

の
で
あ
る
。

　
（　

）
の
数
字
は
、
対
応
す
る
本
文
の
項
目
の
数
字
で
あ
る
。

（
二
）

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
五
月
晦
日
「
御
尋
ニ

付
口
上
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　

（
目
録
番
号
一
七
六　

収
蔵
番
号　

二
五
九
）

御
尋
ニ
付
口
上
書

一
、
去
年
八
月
大
風
之
節
、
九
頭
井
社
樫
三
本
抜
、

　
　

壱
本
根
返
り
仕
候
節
、
取
計
方
并
兼
々
私
共

　
　

心
得
、
先
格
等
儀
、
御
尋
ニ
御
座
候
、

　
　

此
段
、
大
風
ニ
而
、
右
四
本
倒
候
ニ
付
、
村
役
人
江
茂
申

　
　

出
、
私
共
支
配
之
義
故
、
社
方
江
も
申
出
候
所
、
社
方
ゟ

　
　

見
分
可
遣
由
、
被
申
処
、
其
後
、
長
坂
主
計
殿

　
　

棟
梁
原
五
左
衛
門
殿
被
参
、
見
分
之
上
、
木
積
等
至

　
　

身
木
者
本
社
御
用
木
ニ
致
候
由
ニ
而
、
御
用
与
書

　
　

付
、
被
致
枝
木
者
社
ニ
取
候
様
ニ
被
申
渡
候
、
其
節

　
　

村
役
人
立
合
候
様
ニ
可
申
哉
と
申
候
処
、
不
及
立
合
ニ

　
　

冝
旨
、
五
左
衛
門
申
候
ニ
付
、
役
人
共
江
者
不
申
決
候
、
其

　
　

後
、
名
主
清
右
衛
門
江
途
中
ニ
而
逢
候
処
、
右
之
通

　
　

咄
仕
候
、

一
、
其
後
十
一
月
中
旬
比
、
枝
木
宮
方
ニ
而
も
、
私
ニ
取
候

　
　

被
申
候
間
、
貰
度
、
村
役
人
共
江
申
候
処
、
太
キ
所
者

　
　

無
用
細
キ
枝
葉
等
ハ
取
候
様
ニ
申
決
候
ニ
付
、

　
　

取
薪
ニ
仕
候
、

一
、
兼
々
親
ゟ
承
伝
候
も
聢
与
先
様
ニ
申
義
も

　
　

無
御
座
候
、
社
地
之
義
故
、
春
苅
敷
ハ
前
々
ゟ

　
　

私
貰
苅
来
申
候
、
尤
年
々
貰
候
与
申
断
者
、
不

　
　

仕
候
夏
原
者
、
村
一
統
ニ
苅
申
候
、
社
木
風
新
枝
枯

　
　

朽
木
等
御
座
候
節
も
、
社
木
之
方
、
外
ニ
取
候
者
も

　
　

無
御
座
候
故
、
枝
葉
等
少
分
之
義
者
、
役
人
江
不
申
候

　
　

而
茂
、
社
贈
物
ニ
仕
候
、
立
木
大
枝
等
候
得
者
、
村
役
人
江

　
　

無
心
申
社
貰
申
候
大
立
候
事
ニ
候
得
場
、
村
役
人
江
も

　
　

申
宮
方
江
も
申
出
、
双
方
ゟ
私
申
請
引
取
申
候
、
去

　
　

年
茂
大
立
候
方
故
、
宮
方
へ
も
申
出
候
、

一
、
社
修
復
等
之
義
者
、
七
年
ニ
一
度
御
柱
前
ニ
ハ
私
社
方

　
　
江
申
出
、
三
尺
柱
ニ
四
尺
柱
、
宝
殿
斗
宮
方
ニ
而
、
修

復
御
座
候
、
其
間
ニ
も
、
破
損
候
得
者
、
私
出
等
仕
候
心
得

御
座
候
、

一
、
拝
殿
者
、
村
方
ニ
而
、
修
覆
仕
候
、
先
年
ハ
舞
屋
も
御
座
候
由

　
　
ニ
候
得
共
、
当
時
者
無
御
座
候
、
前
々
之
石
折
之
由
ニ
而

　
　

宝
殿
ゟ
北
之
方
ニ
居
石
有
之
、
親
も
申
承
伝

　
　

被
在
候
、
先
年
村
方
ニ
而
建
候
由
、
薬
師
堂
有
之
、

　
　

当
時
、
夫
ニ
而
湯
立
等
も
仕
候
、
御
柱
并
鳥
居
等
も

　
　

村
方
ニ
而
立
申
候
、
宮
方
御
修
覆
者
宝
殿
斗
ニ
御
座
候
、

一
、
社
木
等
一
躰
之
取
計
社
方
ニ
而
ハ
社
方
江

　
　

懸
合
等
者
不
仕
村
方
相
談
取
計
候
由
申
上
候
ニ
付
、

　
　

社
心
得
之
儀
、
御
尋
御
座
候
、
此
段
右
申
上
通
ニ
而

　
　

社
方
勝
手
次
第
ニ
被
成
候
与
申
義
も
承
覚
不
申
候
、

　
　

私
義
者
、
社
付
ニ
而
罷
在
候
処
、
何
所
之
節
候
、
村
役
人

　
　
ニ
も
懸
合
、
社
方
江
も
申
出
、
取
計
仕
候
、
心
得
ニ
御
座
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
社
之

　
　

依
之
、
去
年
之
風
折
も
、
宮
方
江
も
申
出
候
処
、
御
宮

　
　

御
用
ニ
成
候
由
、
書
付
も
致
被
置
候
処
、
当
春
村
方
ニ
而
入

　
　

札
払
ニ
仕
候
通
承
候
付
、
売
払
之
折
仕
候
ニ
御
座
候

　
　

旨
、
大
祝
御
代
官
金
子
太
左
衛
門
江
申
出
候
段
申
上
候
、

　
　

払
直
段
之
義
も
申
出
候
由
、
御
承
知
旨
、
御
尋
ニ
御
座
候

　
　

得
共
、
柳
直
段
も
、
諸
々
と
而
ハ
、
承
得
共
其
節
者
、
直
段

　
　

之
義
、
一
向
ニ
不
奉
存
候
而
、
手
間
金
等
も
い
た
し
有
之
候
哉

　
　

不
奉
存
候
故
、
前
条
申
上
候
通
払
候
沙
汰
候
、

　
　

承
候
旨
、
申
出
候
迄
ニ
御
座
候
、

一
、
右
枝
葉
、
私
貰
候
義
、
役
人
共
不
審
ヶ
間
敷
哉

　
　

申
候
由
、
何
様
之
方
申
候
哉
、
御
尋
御
座
候
、
此
段
、
枝
ハ

　
　

代
取
候
様
、
宮
方
ニ
而
も
被
申
候
間
、
私
貰
度
申
候
処
、

　
　

太
キ
処
者
成
不
申
、
細
キ
処
者
取
候
様
申
決
候
故
、
伐

　
　

取
申
候
、
去
暮
宮
奉
行
主
計
殿
方
江
参
候
節
、

　
　

枝
木
、
今
ニ
伐
取
不
申
候
由
、
被
尋
候
故
、
村
役
人
共
太
キ
処

　
　

無
用
与
申
候
ニ
付
、
細
枝
葉
計
伐
取
候
旨
、
申
達
候

　
　

其
外
、
役
人
共
不
審
ヶ
間
敷
方
申
候
儀
も
無
御
座
候
、



一
、
明
和
戌
年
、
社
内
松
根
返
り
仕
、
私
親
貰
申
度
、

　
　

村
役
人
江
申
候
処
遣
不
申
候
ニ
付
、
私
屋
敷
ニ
唐
松
二
本

　
　

有
之
ニ
付
、
取
替
貰
松
者
親
引
取
代
、
唐
松
者
、
小

　
　

江
川
橋
添
木
ニ
仕
候
由
、
役
人
共
申
上
候
段
御
尋

　
　

御
座
候
、
私
義
者
賄
少
之
節
ニ
御
座
候
処
、
松
木
与
取
替

　
　

貰
候
由
、
石
松
ニ
而
暮
麦
折
替
坏
拵
、
其
外
、
板
子

　
　

等
御
座
ニ
付
、
咄
承
居
申
候
、
右
替
り
唐
松
之
伐

　
　

林
等
も
近
年
迄
有
之
覚
居
申
候
、

一
、
明
和
六
丑
年
、
椹
弐
本
根
返
仕
、
村
談
之
上
、
池
ノ

　
　

玉
垣
土
産
ニ
仕
候
由
、
役
人
共
申
上
候
、
私
物
少

　
　

之
時
分
故
、
石
玉
垣
出
来
候
者
、
申
上
候
、
然
共

　
　

親
咄
等
承
り
候
哉
、
此
節
社
家
出
入
ニ
付
而
ハ
、
訳
合
も

　
　

承
居
可
申
之
旨
、
御
尋
御
座
候
得
共
、
親
義
、
去
年

　
　

七
月
比
ゟ
、
中
風
ニ
罷
成
言
舌
分
リ
兼
候
義
共
も
故

　
　

相
知
不
申
候
、

一
、
天
明
未
年
、
樅
風
折
御
座
候
節
も
、
親
村
役
人

　
　
江
貰
度
無
心
申
候
ニ
付
、
朽
木
故
、
遣
候
旨
申
上
候
由

　
　

御
尋
御
座
候
、
此
段
、
私
義
も
覚
居
在
候
、
宮
方
江
も

　
　

申
出
候
貰
、
村
役
人
江
村
役
人
江
も
無
心
申
、
親
貰
候
而
、

　
　

薪
ニ
仕
候
哉
、
相
違
無
御
座
候
、

　

右
御
尋
ニ
付
申
上
候
通
、
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
原
村
九
頭
井
太
夫
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
兵
衛
倅
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
之
助

　
　

寛
政
四
壬

子
年
五
月
晦
日

郡
　

御
奉
行
所
様

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
二
月
付
「
乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚
」
（
個
人
蔵
）

　
　
　
　
　
　

乍
恐
奉
願
上
口
上
之
覚

一
、
當
村
、
九
頭
井
明
神
於
社
内
、
去
八
月
大
風
之
節
、
大
木
三
本

　
　

根
返
り
仕
、
御
用
ニ
茂
可
立
大
木
ニ
付
、　

御
上
様
江
奉
伺
置
候
処
、

　
　

御
用
ニ
無
之
趣
、
御
意
御
座
候
ニ
付
、
村
方
相
談
仕
候
所
、
社
領
之

　
　

儀
も　

御
上
様
ゟ
被
遊
御
附
上
中
田
七
畝
弐
拾
壱
歩
御
物
成

七
斗
三
升
三
夕
三
才
御
座
候
得
共
、
満
水
ニ
而
、
度
々
荒
、
當
時
ハ

御
物
成
少
々
な
ら
て
無
御
座
、
湯
立
、
其
外
、
宮
入
用
ニ
て
仕
方
便

無
御
座
候
ニ
付
、
村
中
ゟ
諸
入
用
取
集
、
漸
湯
立
等
仕
候
ゆ
へ
、

此
度
、
木
相
拂
代
金
廻
し
置
、
湯
立
料
ニ
仕
度
、
賣

口
及
談
候
所
、
九
頭
井
太
夫
承
社
方
江
注
進
仕
候
趣
ニ
而
、
宮
大
工

五
左
衛
門
参
、
木
相
拂
候
様
子
尋
候
ニ
付
、
役
人
共
挨
拶
仕
候
ニ
者
、

賣
候
談
ハ
、
致
候
得
共
、
代
金
等
之
義
、
決
定
不
仕
候
故
、
賣
切
候

に
者
無
之
、
致
談
懸
候
而
巳
之
趣
、
及
挨
拶
候
所
、
即
日
、
夕
方

宮
田
渡
ゟ
御
使
之
由
ニ
而
、
名
主
清
右
衛
門
留
主
江
参
、
役
人
不
残

相
揃
参
候
様
ニ
申
置
、
罷
帰
候
得
共
、
御
用
向
等
も
御
座
候
故
、

早
速
、
不
参
候
、
翌
日
、
又
々
御
使
参
候
ニ
付
、
不
残
相
揃
参

候
様
ニ
と
御
座
候
ハ
ゝ
、
御
支
配
様
江
御
内
々
伺
候
上
、
可
参
旨

及
御
挨
拶
、
其
後
、
宮
田
渡
御
屋
敷
江
役
人
共
参
候
所
、
御
詰
之

方
々
様
、
被
仰
候
者
、
宮
ノ
木
之
義
ニ
付
、
家
名
を
も
名
乗
候
原

五
左
衛
門
ヲ
遣
候
處
、
役
人
共
挨
拶
之
趣
、
木
ヲ
賣
切
候
を
、
賣

候
談
致
懸
候
坏
と
申
、
不
埒
候
、
已
五
左
衛
門
帰
候
節
、
杣
ヲ
見
懸

候
ニ
付
、
尋
候
得
者
、
何
の
木
伐
ニ
参
候
与
答
候
ニ
付
、
立
帰
、
九

頭
井
太
夫
江
為
伐
申
間
敷
旨
断
罷
帰
候
程
之
慥
成
義
を

偽
、
此
方
を
蔑
致
、
不
届
候
間
、
髙
嶋
御
役
所
江
申
出
、
急
度
、

咎
申
付
候
と
、
被
仰
候
、
其
上
、
入
札
致
候
ニ
も
九
頭
井
太
夫
江
も
不

申
聞
、
九
頭
井
江
附
置
候
太
夫
を
致
蔑
、
不
埒
候
与
御
不
審

御
座
候
得
共
、
前
々
ゟ
右
躰
之
義
者
、
村
支
配
ニ
仕
、
太
夫
江

懸
合
等
仕
候
儀
、
一
切
無
御
座
候
、
右
之
木
、
明
神
之
御
用
ニ
遣

候
与
被
仰
候
得
共
、
遣
シ
候
、
古
格
一
切
無
御
座
候
故
、
此
度
も

古
格
之
通
、
村
支
配
仕
度
奉
存
候
、
右
古
格
之
處
、
荒
増

左
ニ
申
上
候
、

一
、九
頭
井
宝
殿
、
舞
屋
共
、
御
本
社
ゟ
御
修
復
御
座
候
筈
ニ
候
得
共
、

五
十
年
程
以
前
、
舞
屋
崩
、
御
普
請
之
義
、
申
出
候
得
共
、
御
手
不
附
、
又
候

三
十
四
年
以
前
、
夘
年
御
催
促
仕
候
處
、
九
頭
井
ニ
有
之
候
樅

伐
為
取
候
ハ
ゝ
、
舞
屋
普
請
可
申
付
旨
、
被
仰
候
得
共
、
大
切
之

神
木
を
伐
、
舞
屋
建
候
ハ
、
神
慮
ニ
も
叶
間
敷
、
其
上
、
木
ニ
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与

候
得
者
、
御
造
営
之
御
普
請
之
筋
無
御
座
、
木
坏
遣
候
○
申
例

罷
成
候
故
、
木
者
難
遣
候
間
、
御
普
請
被
仰
付
被
下
候
様
申
置

候
後
、
御
沙
汰
無
御
座
候
、

一
、
廿
七
年
以
前
、
明
和
三
戌
年
、
社
内
松
根
返
り
仕
、
九
頭
井

　
　

太
夫
貰
度
旨
、
段
々
申
候
得
共
、
遣
不
申
候
所
、
達
而
無
心
ニ
付
、



太
夫
屋
敷
御
座
候
、
唐
松
弐
本
可
遣
間
、
取
替
呉
候
様
ニ
申
候

付
、
引
替
遣
、
右
唐
松
ハ
、
橋
之
添
木
ニ
仕
候
、

一
、
廿
四
年
已
前
、
同
六
丑
年
、
弱
檜
弐
本
根
返
り
仕
、
村
談
之
上
、

玉
垣
之
土
臺
ニ
仕
候
、

一
、七
年
已
前
、
樅
朽
木
御
座
候
ニ
付
、
太
夫
段
々
貰
度
旨
、
無
心

　
　

付
、
役
人
共
見
分
仕
候
所
、
差
當
遣
、
道
も
無
之
、
殊
ニ
朽
木
之

　
　

義
故
、
薪
ニ
相
成
候
ハ
ゝ
、
伐
取
候
様
、
申
聞
為
取
候
、

一
、
鳥
居
并
御
柱
之
義
ハ
永
明
寺
御
林
ニ
而
、
木
被
下
置
候
、
何
ニ
而
も

　
　

社
方
之
世
話
ニ
相
成
候
義
、
一
切
無
御
座
、
朽
木
成
共
、
社
方
江

　
　

遣
候
、
例
ハ
勿
論
届
ヶ
成
共
仕
候
義
、
足
迠
無
御
座
候
間
、
此
度
も

古
格
之
通
、
村
支
配
ニ
仕
候
様
、
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ゝ
、
永
々

社
領
之
助
成
ニ
も
相
成
、
氏
子
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
、

以
上
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
原
村

　

寛
政
四
壬

子
年
二
月
日　
　
　
　
　

村
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縫
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
右
衛
門

御
郡

　

御
奉
行
所
様

（
七
）

巳
六
月
（
寛
政
九
年
―
一
七
九
七
か
）
「
太
夫
給
分
渡
不
足
米
」　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
目
録
一
七
七　

目
録
番
号
一
七
八
）

源
太
夫

此
も
の
共
ハ　
　
　

但
馬

験
子
壱
人　

右
近
太
夫

末
社
壱
人　

両
役
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　

庄
九
郎

　
　
　
　
　

九
頭
井
太
夫

　
　
　
　
　
　
　

仙
之
丞

右
之
者
、
給
分
外
記
太
夫

与
り
可
渡
分　
　
　
　
　

　

米
四
斗
六
升
弐
合
八
夕
五
才
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

験
子
一
人
分

　

大
豆
弐
舛
壱
合
三
夕
八
才
五

　

米
四
斗
弐
舛
五
合
九
夕
六
才
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
社
一
人
分

　

大
豆
三
升
八
合
壱
夕
壱
才
六
二
五

米
〆
八
斗
八
舛
八
合
八
夕
壱
才
七
五

大
豆
〆
五
舛
九
合
五
夕
壱
弐
五

　

右
之
通
、
可
相
渡
筋
之

　

所
江
年
々
壱
人
江

米
八
斗
先
渡
置

残
而

　

八
舛
八
合
八
夕
壱
才
七
五
米

　
　
　
　
　
　
　
　

年
々
渡
不
足

　

五
舛
九
合
五
夕
壱
弐
弐
五
大
豆

此
渡
不
足
、
安
永
二
癸
巳
年


寛
政
八
丙
辰
年
迠
弐
拾

四
年
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

才

　

米
〆
弐
石
壱
斗
三
舛
壱
合
六
夕
弐
才

　

大
豆
〆
壱
石
四
斗
弐
舛
八
合
三
才

三
人
分

　

合
六
石
三
斗
九
舛
四
合
八
夕
六
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米

　

合
四
石
弐
斗
八
舛
四
合
五
才
大
豆

　
　
　
　
　

左
近
太
夫

此
者
末
社
弐
人

相
勤
候　
　

左
源
次

右
之
者
ハ
、
給
分
外
記
太
夫


可
渡
分　
　
　
　
　

九



　

米
八
斗
五
舛
壱
合
□
夕
弐
才
五

　

大
豆
七
舛
六
合
弐
夕
三
才
弐
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
社
二
人
分

右
之
通
可
相
渡
筋
之
所
江
、

年
々

　

米
八
斗
三
升
四
合
八
夕
六
才
ツ
ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
之
所

残
而

　

壱
舛
七
合
六
才
五
米

　

七
舛
六
合
弐
夕
三
才
弐
五
大
豆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
々
渡
不
足

此
渡
不
足
、
癸
巳
年

丙
辰

年
迠
、
弐
拾
四
年
分

　

米
〆
四
斗
九
合
五
夕
六
才

　

大
豆
〆
壱
石
八
斗
弐
升
九
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
夕
八
才

　
　
　
　
　

真
柿
太
夫

　

此
者
末
社
壱
人

　

相
勤
候　
　

新
兵
衛

右
之
者
、
紛
分
外
記
太
夫


可
渡
分
、

　

米
四
斗
弐
徒
五
合
九
夕
六
才
二
五

　

大
豆
三
升
八
合
壱
夕
壱
才
六
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　

末
社
一
人
分

右
之
通
可
相
渡
筋
之
所
江

年
々

　

米
四
斗
壱
舛
七
合
四
夕
三
才
ツ
ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
置

残
而

　

八
合
五
夕
三
才
二
五
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
々
渡
不
足

　

三
升
八
合
壱
夕
壱
才
六
二
五
大
豆

此
渡
不
足
癸
巳
年

丙
辰

年
迠
弐
拾
四
年
分

　

米
〆
弐
斗
四
合
七
夕
八
才

　

大
豆
〆
九
斗
壱
舛
四
合
七
夕
九
才

惣
渡
不
足
之
米

　

俵
ニ
拾
七
俵
弐
斗
五
合
弐
夕

同
断
大
豆

　

俵
ニ
〆
拾
七
俵
弐
斗
九
合
弐
夕

　
　
　
　
　
　

八
合
四
夕
六
才

　
　

右
渡
高
別
紙
ニ
在

 

安
永
二
年　

神
之
原
村

山
田
新
田
検
地
殖

米
以
後
之
差
引

右
之
通
ニ
候
、

　

巳
六
月

寛
政
九
丁
巳
年　

写
シ
置
候
、

　
　
　
　
　

本
書
ハ
小
町
屋
ニ

　
　
　
　
　
　

預
ケ
置
候
、

（
八
）

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
五
月
四
日
「
神
道
裁
許
状
」

　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
四
三
九　

目
録
番
号
一
四
七
）

信
濃
國
上
諏
方
神
社
神
職
増
澤
佐
渡
正

藤
原
清
方
着
風
折
烏
帽
子
紗
狩
衣
任
先
例

専
守
社
職
格
式
可
抽
太
平
精
祈
者

神
道
裁
許
状
如
件
、

　

寛
政
十
一
年
五
月
四
日

神
祇
管
領
長
上
正
三
位
侍
従
卜
部
朝
臣
良
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

朱
印)

（
十
）

享
和
四
子
年
（
一
八
〇
四
）
二
月
十
五
日
付
「
乍
恐
以
書
付
奉
願

上
候
」　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
二
八
八　

目
録
番
号
一
二
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
名

一
、
御
裁
許
状　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
嶋
甲
斐
藤
原
正
方

一
、
風
折
烏
帽
子
紗
狩
衣　
　
　
　
　
　

矢
嶋
大
和
藤
原
正
満

一
、三
部
御
秡
神
楽
秘
文

右
之
通
銘
々
御
免
許
奉
願
上
候
、
尤
神
社　

御
條
目　

且

御
本
所
様
御
配
下
之
儀
者
勿
論
、
神
祇
道
御
法
令
等
堅
相
守

子
孫
永
久
毛
頭
違
背
不
仕
候
間
、
此
段
宜
御
披
露
御
沙
汰
奉
願
上
候
、

已
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
濃
国
一
宮
上
諏
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
頭
井
大
夫
職

　
　
　

享
和
四
子
年
二
月
十
五
日　
　
　
　
　
　

 

矢
嶋
千
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
近
大
夫
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
嶋
左
源
次

　
　
　
　
　

土
橋
主
税
殿

前
書
之
通
、
私
支
配
之
両
大
夫
職
、
願
之
通
相
違
無
御
座
候
、

依
之
、
奥
印
仕
候
、
已
上
、　

信
濃
国
一
ノ
宮
諏
方
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
方
大
祝

　

御
本
所
様

　
　
　
　
　

御
役
人
中
様

文
化
元
（
一
八
〇
四
）
五
月
二
十
八
日
「
神
道
裁
許
状
」

　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
四
四
一　

目
録
番
号
三
三
〇
）

信
濃
國
上
諏
訪
社
九
頭
井
大
夫
矢
嶋
甲
斐

藤
原
正
方
着
風
折
烏
帽
子
紗
狩
衣
専
守
恒
例
神
式

可
抽
太
平
精
祈
者

神
道
裁
許
状
、
如
件
、

　

文
化
元
年
五
月
廿
八
日

神
祇
管
領
長
上
正
三
位
侍
従
卜
部
朝
臣
義
連

（
朱
印
）

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
五
月
二
十
八
日
「
神
楽
秘
文
」

　
　
　
　
　
　
　
　

（
文
書
番
号
四
二
〇　

目
録
番
号
一
四
八
）

　
　
　
　

神
楽
秘
文　

卯　

口
伝

　

阿
波
礼　

阿
南
面
目　

阿
南
多
乃
志

　

阿
南
佐
屋
気　

於
気
々
々

右
授
与
藤
原
正
方
訖
、

慎
而
莫
怠
矣

　

文
化
元
年
五
月
廿
八
日

神
道
管
領



文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
五
月
廿
八
日
「
六
根
清
浄
太
秡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
文
書
番
号
四
二
九　

目
録
番
号
一
四
九
）

六
根
清
浄
太
秡

天
照
皇
太
神
乃
宣
久
人
波 

取
説
不
可
得
皆
従
因
業
生

則
天
下
乃
神
物
奈
利
須
掌 

我
身
波
則
六
根
清
浄
奈
利

静
謐
心
波
則
神
明
乃
本
主 

六
根
清
浄
奈
留
我
故
仁
五

他
利
莫
令
傷
心
神
是
故
仁 

臓
乃
神
君
安
寧
奈
利
五
臓

月
仁
諸
乃
不
浄
乎
見
弖
心 
乃
神
君
安
寧
奈
留
我
故
仁

仁
諸
乃
不
浄
乎
不
見
耳
仁 
天
地
乃
神
止
同
根
奈
利
天

諸
乃
不
浄
乎
聞
天
心
仁
諸 

地
乃
神
止
同
根
奈
留
我
故

乃
不
浄
乎
不
聞
鼻
仁
諸
乃 

仁
万
物
乃
霊
止
同
体
奈
利

不
浄
乎
嗅
弖
心
仁
諸
乃
不 

万
物
乃
霊
止
同
体
奈
留
我

浄
乎
不
嗅
口
仁
諸
乃
不
浄　
　

故
仁
所
為
無
願
弖
不
成
就
矣

乎
言
弖
心
仁
諸
乃
不
浄
乎 

无
上
霊
宝　

神
道
加
持

不
言
身
仁
諸
乃
不
浄
乎
触　

右
授
与
藤
原
正
方
訖

弖
心
仁
諸
乃
不
浄
乎
不
触　

  

慎
弖
莫
怠
矣

意
仁
諸
乃
不
浄
乎
恩
弖
心 

文
化
元
年
五
月
廿
八
日

仁
諸
乃
不
想
此
時　
　
　
　

神
道
管
領
（
朱
印
）

仁
清
久
潔
与
幾
偈
阿
利

諸
法
如
影
像
清
浄
無
仮
穢

（
二
十
一
）

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
三
月
十
五
日
「
一
札
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
一
四
四　

目
録
番
号
三
六
）

　
　
　
　

一
札

一
、
拙
者
并
同
姓
主
水
右
何
茂

代
々
曹
洞
宗
頼
岳
寺
檀
那

紛
無
御
座
候
、
依
之
、
寺
請
手
形
相
添
、
上
申
候

為
後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　
　

文
政
七
甲

申
年
三
月
十
五
日　

矢
嶋
専
之
丞
印
扱

　

上　

前
田
弥
左
衛
門
殿　
　
　
　
　
　

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
三
月
十
五
日
「
一
札
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
三
四
八　

目
録
番
号
三
九
）

　
　
　

寺
請
一
札

一
、
矢
嶋
専
之
丞
并
同
姓
主
水
、
右
何
茂

　
　

代
々
曹
洞
宗
當
寺
檀
那
紛
無
御
座
候
、

　
　

若
御
法
度
之
宗
門
与
申
者
、
於
有
之
者
、

　
　

拙
僧
何
方
迠
茂
罷
出
、
急
度
可
申
訳
候
、

　
　

為
後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曹
洞
宗

　
　
　

文
政
七
甲

申
年
三
月
十
五
日　

頼
岳
寺

　
　
　
　
　

前
田
弥
左
衛
門
殿　
　

殿
字
可
□
よ
し
ニ
付
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

認
直
し
指
出
し
申
候
、

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
三
月
十
五
日
「
一
札
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
三
二
二　

目
録
番
号
三
七
）

　
　
　

寺
請
一
札

一
、
増
澤
数
馬
并
妻
父
同
姓
猪
吉
、
右
何
茂

　
　

代
々
真
言
宗
當
寺
檀
那
紛
無
御
座
候
、

　
　

若
御
法
度
之
宗
門
与
申
者
、
於
有
之
者
、

　
　

拙
僧
何
方
迠
茂
罷
出
、
急
度
可
申
訳
候
、

　
　

為
後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
言
宗

　
　
　

文
政
七
甲

申
年
三
月
十
五
日　

佛
法
寺

　
　
　
　
　

前
田
弥
左
衛
門
殿　
　

殿
字
可
□
よ
し
ニ
付
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

認
直
し
指
出
し
申
候
、

文
政
七
甲
申
年
（
一
八
二
四
）
三
月
十
五
日
「
一
札
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
三
二
三　

目
録
番
号
三
八
）

　
　
　
　

一
札

一
、
拙
者
并
妻
父
同
姓
猪
吉
、
右
何
茂

　
　

代
々
真
言
宗
佛
法
寺
檀
那
紛

無
御
座
候
、
依
之
、
寺
請
手
形
相
添
上
申
候
、

　
　

為
後
日
、
仍
而
如
件
、

　
　
　

文
政
七
甲

申
年
三
月
十
五
日　

増
沢
数
馬

　
　
　
　
　

前
田
弥
左
衛
門
殿　
　

（
二
十
三
）

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
六
月
付
「
大
祝
代
々
職
位
伝
授
書
」

　

（
部
分
）　
　
　
　
　
　
　

（
守
矢
文
書　

文
書
番
号
一
〇
七
三
）

壽　
　
　
　

天
保
十
一　

一
、
文
政
九
年
丙

戌

九
月
六
日
、
頼
啓
嫡
子
内
蔵
助
頼
壽

　
　
　
　
　
　

三
十
三
歳
大
祝
立
給
、
職
位
法
神

庚
子
九
月　

十
七
日
卒　
　
　

長
官
實
延
奉
授
、
十
三
所
行
事
如
例
、

（
三
十
）

文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
七
月
九
日
「
宮
田
渡
焼
失
ニ

付
留
書
」

　

（
部
分
）　
　
　
　
　
　
　

 
 

（
守
矢
文
書　

文
書
番
号
三
八
九
）

　
　

指
合
部
屋
ゟ
出
火
、
但
し
八
日
次
女
死
去
、
九
日
ニ
葬
送
有
之
候
、
内
蔵

助
殿
廿
日
忌
也
、
其
指
合
之
火　

〳
〵
出
候
由
也
、　

風
も
無
之
候

得
共
、
双
方
へ

焼
ひ
ろ
が
り
、
我
等
即
刻
火
事
仕
度
致
し
、

罷
越
、
御
朱
印
等
無
変
ニ

而
、
内
蔵
助
殿
被
持
出
候
、
指
合

中
故
、
法
花
寺
へ
逃
被
込
候
、

（
三
十
四
）

文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
十
二
月
十
三
日
「
乍
恐
奉
願
上
口
上
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
三
五　

目
録
番
号
一
八
二
）

乍
恐
奉
願
上
口
上
書

一
、
私
共
儀
、
従
古
来　

蒙
御
厚
恩
職
分
相
勤
罷
在

　
　

難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
所
、
先
月
十
日
茅
野
芳
之
助

　
　

願
上
候
、
太
々
神
楽
之
儀
ニ
付
、　

御
當
社
并
ニ
御
屋
鋪
様

　
　

御
名
ヲ
出
シ
、
□
ニ
者
、
茅
野
式
部
初
私
共
同
職
之
儀
故
、

　
　

同
心
仕
、
右
躰
之
企
仕
候
様
、
人
ニ々
被
申
旁
以
、
心
外

　
　

至
極
奉
存
候
、
一
躰
、
芳
之
助
儀
、
式
部
初
私
共
一
統
共

　
　

睦
鋪
御
座
候
得
者
何
事
茂
打
明
ヶ
相
談
茂
仕
、
且
又
此
度

　
　

坏
御
秡
用
意
之
儀
茂
、
数
多
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
、

　
　

芳
之
助
方
ゟ
頼
茂
有
之
筈
、
一
統
茂
、
前
々
ゟ

　
　

見
舞
茂
仕
候
、
左
候
得
者
、
如
何
鋪
儀
等
茂
見
受

　
　

仕
候
得
者
、
申
上
茂
仕
、
内
談
茂
仕
、
右
躰
御
名
ヲ
出
候
様

　
　

成
儀
茂
、
出
来
不
仕
与
奉
存
候
、
扨
亦
、
芳
之
助
罷
出

　
　

追
々
勤
而
茂
承
知
仕
、
近
来
者
式
部
ゟ
差
出
、
芳
之
助
儀
者

　
　

私
共
ゟ
別
人
之
様
ニ
相
心
得
、
神
子
方
者
勿
論
、
私
共

　
　

一
統
迠
、
眼
下
ニ
相
心
得
、
差
圖
等
仕
申
間
鋪
儀
等

　
　

申
、
年
々
之
様
ニ
何
欤
事
起
り
、
一
統
茂
不
安
心
罷
在
候
、

　
　

先
月
十
日
不
始
末
之
儀
ニ
付
候
而
茂
、　

御
屋
鋪
様
ゟ



　
　

私
共
一
統
神
子
方
江
茂
行
届
不
申
取
計
仕
候
段
、

申
述
候
様
被　

仰
付
有
之
候
趣
ニ
承
知
付
祭
候
得
共
、

　
　

一
向
何
共
不
申
述
候
、
乍
恐
被　

仰
付
候
儀
、
左
ニ
私
共
江
ハ

　
　

不
申
述
候
、
前
文
、
申
上
候
通
、
私
共
儀
者
、
芳
之
助
任
存
意
ニ

　
　

候
而
者
、
取
扱
申
候
、
右
ニ
付
、
何
卒
太
々
神
楽
之

　
　

装
束
、
長
持
之
鍵
、
式
部
方
江
御
預
り
相
成
居
候
得
者
、

　
　

長
持
之
儀
者
、
式
部
方
江
御
預
ケ
ニ
相
成
候
様
奉
願
上
候
、

尤
長
持
鍵
封
印
之
儀
者
、
思
召
ヲ
以
、
只
成
共
被　

仰
付
被
下
置
候
様
、
奉
願
上
候
、

　
　

前
條
奉
申
上
候
通
、
芳
之
助
心
底テ

イ

之
者
ニ
御
座
候
得
者
、

　
　

他
所
人
之
儀
、
猶
又
、
此
上
如
何
様
之
儀
仕
出
、
先
養
子

　
　

平
馬
躰
之
儀
茂
難
計
奉
存
候
、
外
ニ
御
引
替
茂

　
　

無
之
、
御
大
切
之
御
道
具
ニ
御
座
候
得
者
、
何
卒
思
召
ヲ
以
、

　
　

右
願
之
通
り
被　

仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、

一
、
神
山
椛
之
儀
乍
恐
御
先
代
様
被　

仰
付
茂
御
座
候

　
　

儀
故
、
此
上
誰
願
上
候
共
、
其
者
江
椛
之
儀
者
被　

仰
付

　
　

被
下
置
候
共
、
式
部
方
江
被　

仰
付
被
下
置
候
共
、

　
　

是
又
両
様
之
内
被　

仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、

右
奉
願
上
候
通
ニ
被
成
下
置
候
得
者
、
私
共
一
統
ニ

何
茂
相
替
儀
茂
無
御
座
候
得
者
、
此
上
芳
之
助
方
ニ
而
、

別
人
之
様
ニ
心
得
違
茂
無
之
、
行
々
睦
敷
相
勤

可
申
御
儀
ニ
奉
存
候
、
何
卒
、
思
召
ヲ
以
、
願
之
通
り
、

被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ゝ
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、

　
　

此
段
、
冝
御
執
成
被
成
下
、
右
願
之
通
、
被　

仰
付

　
　

被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上
、

　

文
政
十
三
庚

寅
年

十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
嶋
専
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
ヶ
崎
庄
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
嶋
佐
源
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
沢
数
馬

　
　
　

土
橋
左
膳
殿　
　
　
　
　
　
　

茅
野
左
平
太

（
五
十
八
）

「
夷
船
渡
来
ニ

付
御
祈
御
教
書
七
通
写
」
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
条
（
部
分
）　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
守
矢
文
書　

文
書
番
号
一
〇
六
九
）

嘉
永
六
年
十
一
月
御
教
書

　

夷
類
、
頻
、
来
乞
求
、
通
称
、
其
情
狡
、
点
固
不
可
量
、
因
茲
、

　

辺
海
防
禦
難
尽
警
戒
、　　
　

宸
襟
所
、
不
緩
□
幾
以
、　

神
明

　

冥
加
不
汚　

神
州
不
損
、
人
民
国
体
安
穏
、
天
下
泰
平
、
宝
祚

　

悠
久
、
武
運
延
長
之
御
祈
、
一
社
一
同
可
抽
丹
誠
、
可
令
下
知

　

干
信
濃
国　

諏
訪
社
給
者
依

　

天
気
言
上
、
如
件
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
廿
三
日
権
右
中
弁
藤
長
順

　
　
　
　

進
上
右
大
将
殿

（
六
十
五
）

明
治
二
年
（
一
八
九
九
）
か
「
由
来
書
」
（
目
録
番
号
一
九
七　

収
蔵
番
号　

一
九
八
）

千
鹿
頭
社

　

大
物
兼
命

千
鹿
頭
神
社　

　
　

大
物
兼
命　
　

当
上
原
村

産
土
宮

洩
矢
之
神
之
御
子
宇
那
多
命
御
子

同
　

千
鹿
頭
神　
　
　

埴
原
田
村

産
土
宮

　

御
社
宮
司
社　
　

右
同
村
ニ
有

　
　

右
御
社
宮
司
之
義
ハ
、
信
濃
国
之
内
ニ
八
ッ
あ
が
た
と
て
、
八
社
有
之
、
何
も
、
御
社
宮
子
様
二

御
座
候
、
右
之
神
ヲ
当
国
諏
方
郡
へ
御
勧
請
申
奉
り
ま
つ
ハ
御
あ
か
た
を
合
申
祭
る
よ
し
、
ス
ワ

大
明
神
之
第
一
之
御
子
伊イ

ツ

ハ

ヤ

豆
早
雄ヲ

ノ
ミ
コ
ト
命
ニ
御
座
候
、
□
□
付
御
社
宮
司
者
、
右
之
御
神
ニ
御
座
候
、

明
治
二
己

巳
二
月
一
日
、
郡
方
へ
申
上
候
、

右
者
、
京
都
従
被
仰
出
、
諸
国
社
書
上
ニ
相
成
ル
節
改
メ
ル
、

（
六
十
六
）

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
一
日
「
一
札
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
三
二
八　

目
録
番
号
六
六
）

一
札

葛
井
太
夫

一
、六
十
四
才　
　
　
　
　

矢
嶋
千
久
眞

一
、六
十
四
才　
　
　
　
　
　

妻　

た
せ

一
、四
十
三
才　
　
　
　
　

矢
嶋
庫

一
、三
十
才　
　
　
　
　
　
　

妻　

ぬ
い

一
、十
才　
　
　
　
　
　
　
　

悴　

茂
登

右
之
通
人
別
相
違
無
御
座
候
、

以
上
、

　

明
治
四
辛

未
年
三
月
一
日

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
八
月
「
矢
島
庫
家
族
調
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
三
三
二　

目
録
番
号
六
七
）

（
端
裏
書
）

「　

當
年
従
被
仰
出
改
ル

　
　
　

明
治
辛

未
年
八
月
廿
二
日
ニ
着
出
ス
冩　
　

」

信
濃
國
諏
訪
郡
上
原
村

　
　
　
　
　
　
　

第
五
區

　
　
　
　
　
　
　
　

三
拾
六
番
屋
敷
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　

諏
方
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
人　
　
　
　

庫

　
　

文
政
十
二
己

丑
正
月
十
一
日
出
生　
　
　
　
　

矢
嶋　

漛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辛

未
四
拾
三
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

父
隠
居　
　

改
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
嶋
知
久
馬　

漛

　
　
　

文
化
五
己

辰
五
月
廿
日
出
生　
　
　
　
　
　
　
辛

未
六
拾
三
才

　
　
　

郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

母　
　

た
せ

　
　

當
□
同
社
社
人
増
沢
數
馬
□
次
女　
　
　
　
　
辛

未
六
拾
三
才

　
　
　

文
化
五
己

辰
極
月
廿
五
日
出
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻　

　
　

當
國
伊
奈
郡
八
彦
神
社
社
人
立
澤
右
近
四
女　

ぬ
い

　
　
　

天
保
十
三
壬
寅
十
二
月
出
生
廿
五
日
出
生　
辛

未
三
十
才

　
　
　
　
　
　

慶
応
三
十
八
月
十
三
日
嫁
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
島
茂
登

　
　
　
　
　
　

文
久
二
壬

戌
八
月
十
八
日
生
出　
　
　
　
　
辛

未
九
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

實
當
村
矢
﨑
信
長
男

　
　

産
宮
御
井
神

　
　

神
葬
祭

　

右
、
當
國
印
ゟ
産
宮
一
字
上
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠
井
晴
江
殿
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雛
形
受
取
候
、

（
六
十
七
）

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
神
樂
役
之
者
家
禄
仕
訳
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
蔵
番
号
二　

目
録
番
号
三
四
）

（
表
紙
）

「　
　
　

明
治
四
辛

未
年

　
　
　

神
樂
役
之
者
家
禄
仕
訳
書

　
　
　
　
　
　

葛
井
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
嶌
信
智　
　
　
　

」

　
　
　

地
方

一
、
米
三
石
六
斗
八
升
二
合
七
夕
二
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
澤
村
ゟ

一
、三
石
弐
斗
五
舛
四
合
七
夕
二
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
之
原
村
ゟ

一
、三
斗
八
合
壱
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
新
田

一
、
弐
斗
九
升
七
合
四
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
部
村

一
、四
斗
三
升
三
合
四
夕
四
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
宮
寺
村

〆
七
石
九
斗
七
升
六
合
弐
才

一
、
大
豆　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
之
原
村

　
　
　

四
斗
七
升
二
合
五
夕
二
才

　
　

右
六
□
村
々
ゟ
、
外
記
太
夫
江
収
納

　
　

同
人
ゟ
総
而
仲
間
江
分
配
之
事
候
、

丙
寅
年
不
作
引
米

一
、
壱
斗
九
升
八
合
五
夕
八
才　
　
　
　

山
田
新
田

同
断

一
、七
斗
五
升
八
合
五
夕
四
才　
　
　
　

神
之
原
村

辰
年
引
米

一
、三
斗
壱
升
五
合
三
夕
壱
才　
　
　
　

神
之
原
村

巳
年
引
米

一
、
壱
石
七
斗
九
升
六
合
三
才
壱
才　
　

神
之
原
村

巳
年
引
米

一
、
壱
斗
八
合
七
夕
五
才　
　
　
　
　
　

山
田
新
田

　

〆
三
石
壱
斗
七
升
七
合
四
夕
五
才

　
　

実
数

　
　
　

元
高
六
ヶ
年
〆
甲
子
ヨ
リ
巳
年
迠

一
、
米
四
拾
七
石
八
斗
五
升
六
合
壱
夕
二
才

　
　
　

内
三
石
壱
斗
七
升
七
合
四
夕
五
才
引
米

　

引
残
而
四
十
四
石
六
斗
七
升
八
合
四
夕
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